
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
ぴ
安
定
供
給

の
確
保
を

図
る

た
め

の
基
木
的
な
方

針
(

案
)
新
旧
対
照
表

0
血
被
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
ぴ
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
太
的
な
方

針
(
平
成
二

十
年
原
生
労
働
省
告
示
第
ご
百
二
十
六
号
)

(
傍
線

の
部
分
は

改
正
部
分
)

血
液
製
剤
の
安
全

性
の
向
上
及
び

安
定
供
給
の
確
保
を
図
る

た
め
の

基

本
的
な
方
針

孜
が
国
の
血
液
推
業
は

、
昭
和

一
十
九
年
の

閲
議
決
定
を
契
機

と
L
て

、
関

保
者
に

ょ
る

多
大
の
努
力

が
積

み
重

ね
ら

れ
て

き
た

結
果
、
輸
血
用
血
液
製
剤

に
つ
い
て

は
昭
和
四
十
九
年

以
降
、
国
内
自
給
が
遠
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

な
が
ら

、
血
柴
分
両
製
剤

に
関
し
て
は

、
一
部
の
製
剤
に
0
い
て
、
国
内

自

給
索
は
上
昇
し
て
き

た
も
の
の
、
そ
の

他
の

製
剤
に
う
い
て
は
い
ま
だ
相
当
量

を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
状
況
に
あ

る
。
こ
の
よ

う
な
現
状
を
路
ま
え

、
血

液

製
刑

(
安
全
な
血

液
製
剤
の
安
定
供
給
の

確
保
等
に
個
す

る
法
律
(
昭
和
一

十

一
年
法
1*
第
百
六

十
号
。
以

下
『
法
』
と
い
う
。
)
第
二
条
第

項
に
規
定
す

る
血

液
製
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)
の
安
定
的
な
供
給
が
確
保

さ
れ
、

か
つ

国
内
自
給
が
推
進

さ
れ
る
よ

う
一
届
の

取
組
を
進
め
る

こ
と
が

必
要
で

あ
る

‘一
よ

,

が
定
め
る
献
血
受
入
計
画
に
基
d
い
て

休
的
に
進
め
ら

れ
る
こ
と
が

必
要

で

あ
る
。

本
方
針
は
、
血
液
水
業

を
取

り
巻
く
状
況
の

変
化
等
に
的
確

に
対
応
す
る

必

要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、

法
第
九
条
第
三
項
に
基
づ

き
、
少
な
く
と
も

五
年

ご

と
に

再
検
討
を
加
え
、
必

要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
二
れ

を
変
更

す
る
も

の
と

す
る

。

我
が

国
は
、
過
去
に
粘
い
て
、
血
液
凝
周
囚
子
製

刑
に

ょ
る
”
1
V
(
ヒ
ト

免
疫
木
全
ウ
ィ
ル
ス
〕
感
染
問
麺
と

い
う
、
深
甚
な
苦
難
を
経
験
し
て
お
り
、

こ
れ
を
教
訓

と
し
て
、
今
後

、
皿
大
な
健
康
被
害
が
生

じ
な
い
よ

う
、

血
液
製

剤
の
安
全
性
を
向
上
す
る

た
め
の
施
策
を

逃
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

木
方
針
は
、

こ
れ
ら
の
経
緯
等
を

陪
ま
え

、
法
の

基
本

理
念
で
あ
る
血

被
製

剤
の
安
全
性
の
向
上
、
献
血
に
ょ
う

て
得
ら
れ

た
血

被
に

よ
る

国
内
自
給

の
確

保
、
血
液
製
剤
の
安
定

供
給
、
適
正
使
用
の

推
進
及
び
公
正
か
つ
透
唄

な
血
液

水
業

の
実
施
体
制
の
確

保
を
図
る
た
め
、
法
第
九
条
第
一
項
に
基
づ
き
策
定

す

る
基
本
的
な
方
針
で
あ
り
、

今
後
の
血

液
水

業
の
方

向
性
を
示
す
も
の

で
あ
る

血
被
事
業
は
、
本
方
針
、
本
方
針

に
基

6
き
定
め
る

献
血
推
進
計
画

及
び

需

給
計
画
、
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
献
血
推
進
計
両
並
ぴ

に
採
血
市
業
者

血
液
製
剤
の
安

全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る

た
め

の
基

木
的
な
方
針

孜
が
国
の
血
液
市
業

は
、

昭
和
三
十
九
年
の
閣
議
決
定
を
契
機
と
し
て
、
姻

係
者

に
ょ

る
多

大
の

努
力
が

積
み

玉
ね

ら
れ
て

き
た

結
某
、
輸

血
用
血

波
製

刑

に
つ
い
て
は
昭
和
四
十

九
年
以

降
、
国
内

白
給
が
述
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

な
が

ら
、
血
柴
分
画
製
刑
に

関
し
て
は
、
一
部
の
製
剤
に
つ
い
て
、
国
内
自

給
率

は
上

昇
し
て

き
た

も
の
の
、
そ

の
他

の
製
剤

に
つ
い

て
は
い

ま
矧
相
当
量

を
輸
入

に
依
存
し
て

い
る

状
況

に
あ
る

。
こ
の

よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
血
液

製
刑

(
安
全
な

血
液
製
剤
の

安
定
供
給

の
確
保
等

に
閼
す
る
法
律
{
昭
和
=

十

一
年
法
郁
第
百
六

十
号
。
以
下
「
法
』
と
い
う

。
)
第
一
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
血

液
製
剤
を
い

う
。
以
下

同
じ

。
)
の
安
定

的
な
供
給
が
確
保
さ
れ
、
か
0

国
内
白
給
が
推
進

さ
れ
る
よ
う
一
届
の
取
組
を
進
め
る

こ
と
が

必
要

で
あ
る

L
よ

う

第
一

血
波
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及

び
安
定
供
給
の

確
保
に
関
す
る
基

本
的

な
力
向

一

基
木
的
な
考
え
方

血
液
製
剤
は
人
休
か
ら
採
取

さ
れ
た
血

液
を
原
料
巴
す
る

有
限

で
貴
重

な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず

十
分

認
識

す
る

こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

国
詑
ぴ
に
地
力
公
北
団
休
(
都
道
府
県
及

び
市
町
村
を
い

う
.
以
下

同

じ
。
)、

採
血
水
業

者
、
製
造
販
光
業
者
等
(
製
造
販
光
業
者
、
製
造
業

者
及
び
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ

。
)、
医
療
関
係
者
な
ど
血

液
氷

業
に
凶
わ
る
者
は
、
法

に
基
づ
き
課
せ
ら

れ
た
資
務
を
確
実

に
果
た
す
と

と
も
に
、
法
に
捉

げ
ら
れ

た
以
下
の
四
う
の
基
本
理
念
の
実
現
に
向
け
、

各
般
の
取
組
を
進
め
る

こ
と
が
必

要
で

あ
る

。

1

安
全
性
の
向
上

血
液
製
剤
は
医
療
の
領
域

に
多
く
の

成
果
を
も
た

ら
L
て
き

て
船

り

ま
た
、
科
学
技
術
の
進
歩

に
よ
り
、

病
原
休
の
発
見
、

そ
の
検
査
法

や
不
活
化
技
術
の
開
発

導
人
等
を

逓
じ
、

血
液
製
剤
を

介
し
て

感
染

症
等
が
発
生
す
る
り
ス
ク
は
茗
し
く
低
誠
し
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、

人
の
血
液
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
て

い
る
こ

と
か

ら
、
当
該
り

ス
ク

完
全
に

け

ー
、
製
造
過
程

に
お

け
る

病

保
梁

活
化
処
理
等
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
特
微
を
有
す
る
。
こ
の
た

め
、
常
に

最
新

の
科
学
的
知
兄

に
基
づ

き
、
血
液

の
採
取
か
ら

製
造

、

供
給
、
使
用
に
至
る
ま
で
、

貫
し
た
遡
及
烱
査
休
制
を
楴
築
す
る
な

ど
、
安
全
性
の
確
保
及

び
そ

の
向
上

に
向
け
た
不
断
の
努

力
が
必

要
で

あ
る
。

第
一

血
液
製
刑
の
安
全

性
の

向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基

本
的

な
方一
1基

木
的
な
弩
え
方

血
液
製
剤
は
人
休

か
ら
採
取
さ
れ
た
血
液
を
原
料

と
す
る

有
限
で
貴
皿

な
も
の
で
あ
る
こ

と
を

、
ま
ず
十
分
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
並
ぴ
に
地
方
公
共
団
体
(
都
道
府
県
及
び
市
町
村
を
い
う
。
以

下
伺

じ
。
}、
採

血
水
業
者
、

製
造
販
売
業
者
等
(
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業

右
及
び
販
売
業
者

を
い

う
。
以

下
同
じ
。
)、
医
療
凹
係
者
な
ど
血
液
水

業
に

関
わ

る
宕
は

、
法

に
基
6
き
課
せ
ら
れ

た
責
務
を
確
実
に

巣
た
す
と

と
も
に

、
法
に
掲

げ
ら

れ
た

以
下

の
四
つ
の
基
木
理
念
の

実
現
に
向

け
、

各
般
の
取
組
を
進

め
る
こ
と
が
必
婆
で
あ
る
。

安
全
性
の
向

上

血
液
製
刑

は
医
療
の

領
域
に
多

く
の
成
果
を
も
た
ら
し
て
き
て
船
り

ま
た
、

科
学

技
術

の
池
歩

に
ょ
り
、
病
原
休
の
発
見
、
そ
の
検
査
法

や
不
活
化
技
術

の
聞
発

導
入
等
を

通
じ
、
血
液
製
剤
を
介
し

て
感
染

症
等
が
発
生
す

る
り
ス
ク
は

特
し

く
低
誠
し
て
き
て
い
る

。
し
か
し
、

人
の
血
液

を
原
料
と
し

て
製
造
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
当
該

り
ス
ク

を
完
全
に
は
否
定

で
き
な
い

可

性
が
あ
る
こ
と
、
製
造
過
樫
に

お
け

る
病
原
休
の
不
活
化
処
理
等
に
は

限
界
が
あ
る
場
合

が
あ
る
こ

と
な
ど

の
特
微

を
右
す

る
。

こ
の
た
め
、
常
に
最
新
の
科
学
的
知
兄
に
基

d
き

血
被
の
採
取
か
ら
製
造
、
供
給
、
使

用
に
玉
る
ま
で

、

貫
し

た
勤

及
胡
査
体
制
を
構
築
す

る
な
ど
、

安
全
性
の
確
保
及
び
そ
の
向

上
に
向

け
た
不
断
の
努
力
が
必

婆
で
あ
る
。

1

が
定
め
る
献
血
受
入
計
向
に
基

づ
い
て

一
休

的
に

巡
め
ら
れ
る

こ
と
が
必
要
で

あ
る
.

木
力
針
は
、
血
液
氷
業

を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
等
に

的
確
に
対
応
す
る
必

要
が
あ
る

二
と
等

か
ら
、
法
第
九
条
第
一

項
に

碁
づ
き
、
少
な
く
と
も
五

羊
ご

と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
饗
が
あ

る
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
も

の
と
す
る
。

 

我
が

国
は

、
過
去
に

お
い
て

、
血
液
鞭
問
因
子
製
剤
に
ょ
る

H
1
V

(
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
ィ
ル
3
感
染
問
題
と
い
う
、
深
甚
な
苦
難
を
経
験
し
て
船
り

、

こ
れ
を

教
訓
と
し
て

、
今
後

、
拡
大
な
健
康
被
害
が
生
じ
な

い
よ
う
、

血
液
製

剤
の

安
全
性
を
向
上
す

る
た

め
の

施
策
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
方
針

は
、
こ
れ
ら

の
経
緯
等

を
踏
ま
え
、
法
の
基
本
理
念

で
あ
る

血
液
製

剤
の

安
全
性
の
向
上
、
献
血
に
よ
0

て
得
ら

れ
た

血
液
に
ょ

る
国
内
自
給
の
確

保
、

血
液
製
剤
の
安
定
供
給
、

適
正
使
用
の
推
進
及
ぴ
公
正
か
つ
透
明
な
血
被

事
業

の
実
施
体
制
の
確
保

を
図

る
た
め
、

法
第
九
条
第
一
項

に
基
づ
き
策

定
す

る
基
本
的
な
力
針
で
あ
り

、
今
後
の
血
液
水
業
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る

血
液
事
業
は
、
本
力
針

、
本
方
針
に

基
づ
き
定
め
る
献

血
推
逃
計
両
及
ぴ
需

給
計
両
、
都
道
府
県

が
定
め
る

都
道
府
県
献
血
推
進
計
画
並
び
に
採

血
市
業
者
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こ
れ

ま
で
、

血
液
製
剤
に

つ
い
て
は
、

薬
水
法
(
昭
和
=
+
工
年
法

律
第
百
四
十
工
号
〕
に
基
づ
き
、

そ
の

安
全
性
の
確
保
を
図
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

我
が
国

は
、

過
去

に
お
い
て
、

血
液
凝
問
因
子
製

剤
に
ょ

る
H
1
V
感
染
問
題

と
い

う
、

深
茜
な

苦
難
を

経
験
し

て
お
り

よ
り

屑
の

安
全
確
保
対
策
の

充
尖
が

求
め
ら

れ
て

い
る

。

国
は
、

平
成
十

四
年

ヒ
月

に
公
布
さ

れ
た

薬
水
法
及
ぴ
採
血
及
ぴ
供
血
あ
つ

せ

ん
業
取
締
法

の

部
を
改
正
す
る

法
律
(
平
成
十
四
年

法
律
第
九
十
六

号
)
を
路
ま
え

、

安
全
性
佑
報
の

収
集
・
評
価
等

の
安

全
対
策
が
迅
速

か
つ

的
確

に
行
わ
れ
、

常
に

そ
の

実
効
性
が
検
証
さ

れ
る

よ
う

な
休

制

に
ょ
0
て
血
液
事
業
を
運
営
し
て

い
く
こ

と
と
す

る
。

2

国
内
自
給
の
原
則
と

安
定
供
給
の
確
保

法
第

三
条

第
二
項
に
お
い

て
血

液
製
刑
の

国
内
自
給
が

確
保
さ

れ
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
と
粘
り
、

倫
理
性
、

国

際
的
公
平

性
等

の
観
点
に
立
脚
し
、

国
内
で
使
用
さ

れ
る
血
液
製
剤
が

原
則
と
し
て
国
内
で
行
わ
れ

る
献
血
に
よ
り
得
ら

れ
た
血
液
を

原
料

と
し
て
製
造
さ
れ
、

海
外
の
血
液
に
依
存
し
な
く

て
も
済
む
休
制
を
掬

築
す
ぺ
き
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

中
期
的
な
需
給
見
通

し
に
基
づ
き
、

有
限
で
兵
皿
な

血
液
製
剤
を
献
血
に
ょ
り
確
保

し
、

医
療
需
聾

に
応
じ

て
過
不
足
な
く

安
定
的

に
供
給
す
る
必
要

が
あ

る
。

特
に

、

血
熊

分
画
製
刑
に
つ
い
て
は

、

供
給

の
見
通
し
を
踏
ま
え

た
検
討
を
行

っ
た
上
で
、

毎
羊
度
、

需
給
計
画
を
定
め
る
こ

と
に
ょ
り

安
定
的
な
供
給
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

3

適
正
使
用
の
推
進

医
療
関
係
者
は
、

血
液
製
剤
が

人
の

血
被

に
由
来
す
る
有
限

で
貞
巫

な
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
原
料

に
m
来
す

る
感
染
の
り
ス
ク
等
に
つ

い

て
特
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が

あ
る

こ
と
を
十

分
認
散

し
、

患
者
に

真

に
必
要
な
場
合
に
限
っ

て
血
液
製
剤
を
使
用
す
る
等
、

適
切
か
つ

適
正

な
使
用
を

鳥
推
進
す
る
必
要
が
あ

る
。

こ
れ

は
凶
内
自
給
及
び
安
定

供
給

の
確
保
の
観
点
か

ら
も
重

要
で
あ

る
。

こ
れ

ま
で
、

血
被
製
剤
に
う
い
て
け
、

秦
工
法
(
昭
和
一一
+
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号

)
に
基
d
き
、

そ
の

安
全
性
の
確
保
を

図
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ

る
が
、

孜
が
国
は
、

過
去
に
船
い
て
、
血
液
凝
固
囚
子
製

刑
に
ょ
る
H
1
ν
感
染
問
題
と

い
う
、

深
佳
な
苦
難
を

経
験

し
て

お
り

よ
り

層
の
安
全

確
保
対
策
の
充
実

が
求
め

ら
れ
て
い
る

。

国
は
、

平
成
十
四
年
ヒ
月
に
公

布
さ

れ
た

薬
水
法
及
ぴ

採
血

及
び
供
血
あ
つ

せ

ん
業
取
締
法

の
一
部
を

改
正
す
る
法
仕
(
平
成
十
四
年
法
郁
第
九
十
六

号
)
を

踏
ま
え
、

安
全
性
佑
報

の
収
集
・
評
価
等

の
安
全

対
策
が
迅
述

か
う
的
確
に
行
わ
れ
、

常
に
そ
の
尖
効
性
が
綻
証
さ
れ
る
よ
う
な
休
制

に
よ
っ
て
血
液
事
業
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

2

国
内
自
給
の
原
則
と

安
定
供
給
の
確
保

法
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て

血
被
製
刑

の
国

内
自
給
が

確
保
さ

れ
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
が

規
定

さ
れ

て
い
る
と
論
り
、

倫
理
性

、

国

際
的

公
平
性
等
の

観
点

に
立
脚
し
、

国
内
で
使
用
さ

れ
る

血
液
製
刑

が

原
則
と
し
て
国
内

で
行
わ

れ
る

献
血
に
ょ
り
得
ら
れ
た

血
液
を
原
料

と
L
て
製
造
さ

れ
、

海
外

の
血
被
に
依
存
し
な
く
て
も

済
む
休
制
を
禍

築
す
、べ
き
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

中
朔
的

な
需
給
見
通
し
に
基

d
き
、

有
限
で
貴
重
な
血
被
製
剤
を

献
血
に
ょ
り

確
保
し
、

医
療
需
要

に
応
じ

て
過
不
足
な
く
安
定
的
に
供
給
す
る
と
と
も

に
、

血
液
製
剤

の
適
正
使

用
を
推
進

す
る
必
姜
が
あ

る
。

特
に

、

血

柴

分
画
製
刑
に
う
い
て

は
、

供
給
の
見
通
し

を
踏
ま
え

た
検
討
を
行
0
た
上
で
、

毎
年
度
、

需
給
計
尚
を
定
め
る
こ
と

に
ょ
り

安
定

的
な
供
給
を
確
保
す
る
も

の
と
す

る
。

3

適
正
使
用
の
推
進

医
療
関
係
者
は
、
.血
液
製
刑
が
人
の
血
液
に
由

来
す

る
有
限

で
貴

重

な
も
の
で

あ
る

こ
と

及
び
原
料
に
m
来
す
る
感
染
の
り
ス
ク
等

に
つ

い

て
特
段
の
注
意
を
払

う
必
要
が
あ

る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、

患
者
に
真

に
必
婆

な
場
合
に
限
っ

て
血
液
製
剤

を
使
用
す
る
等
、

逃
切
ホ

う
適

正

な
使
用
を

屈
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
。

二
れ

は
伽
内

自
給
及
び
安
定

供
給
の
確
保

の
観
点

か
ら
も
重
姜
で
あ
る
。

司

し
‘

3

こ
の
た
め
、

医
療
機
関

に
お
い
て
、

血
液
製
刑

の
管
埋
休
制

を
整
備

し
、

血
液
製
刑
の
使
用
状
況
を
正

確
に

把
握
す
る
等
、

血
液
製
剤
の

適

正
な
使

用
を
推
進
す
る
必
要
が

あ
る

。

ま
た
、

国
は
、

血
液
製
剤

の
適
切

か
つ

適
正
な
使
用

を
推
進
す
る
た

め
、

血
液
製
剤

の
適

正
使
用
や
輸
血
療
法
の
実
施
等

に
関

す
る

指
針
を

状
況

の
変
化
に
応
じ
て
改
定

し
、

そ
の

普
及
を

図
る
と
と
も

に
、

医
療

機
関
に

お
け

る
血
液
製
剤

の
使

用
状
況
に
つ
い
て
定
朔
的
に
評
価
を

行

う
等
、

適
正
使
用
を
更

に
促
逃
す

る
た
め
の
力
策
を
講
ず

る
こ
と
と

す

る
。

4

公
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の

向
上

国
、

地
方
公

典
団
体
、

採
血
事
業
者
、

製
造
販
売
業
者

等
、

医
療
関

係
者
な
ど
血
液
水
業

に
関
わ
る

者
は
、

献
血
者
の
善
意

に
こ
た
え
、

国

民
の

理
解
と

協
力
を
得
る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

献
血
の
推
逃

、

適
正

使
用

の
推
逃
等
血
液
水
業
に
係

る
施
策
の
策
定
及
ぴ
実
施
に
当
た

り
、

血
液
製
刑
の
安
全
性

や
供
給
の

状
況
等
に
つ
き
、

十
分
な
仙
奴
を

公
聞

す
る
必
饗
が
動

る
。

ま
た

、

国
、

地
方
公
典
団
休
そ

の
他
の
血

液
水
業
に
関
わ

る
宕
は
、

血
液
堺
業
の
公
正
か
つ
透
明
な

運
営
を

確
保
す
る
も
の
と

す
る

。

二

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
取
扱
い

用
法
、

効
能
及
ぴ

効
果
に
う
い
て

血
液
製
刑
と

代
替
性

が
あ

る
医
楽
品

《
以
下

一
血
液
製
剤

代
替
医
楽
品
、

と
い
う
。
)

に
つ

い
て
も
、

そ
の
安

、
全
性
の
確
保
及
び
向
上
が
必
要
で
あ
る

。

ま
た

、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
は

、

安
定
供

給
を
確
保
す
る
た
め
、

許

両
的
に
製
造
及
ぴ
供
給

が
行

わ
れ

る
必

婆
が

あ
る
と
と
も
に
、

そ
れ

ぞ
れ

の
患
者
ヘ
の

必
要
に
応
じ
て
、

適
助
か
う

適
正

に
使
用
さ
れ

る
こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。

血
液
製
剤
代
巷
医
薬
品
の
安

全
性

や
供
給

の
状
況
等

に
つ
い
て
も

、

血

液
製
剤
と
伺
様
に
十

分
な
仙
報
を
公

開
す

る
必
要

が
あ
る
。

三

国
民
の
理
解
と
参
加

国
民
一
人
一
人
が
、

献
血

に
山
来
す

る
血
液
製
剤
を
用

い
た
医
療

が
提

‘“
‘

弓

こ
の
た
め
、

医
療
機
関
に
お
い
て

、

血
液
製
剤

の
管
理
体
制
を
雅
備

し
、

血
液
製
剤
の

使
用
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る
等
、

血
液
製
剤
の
適

正
な
使
用
を
推
逃
t
る
必

嬰
が
あ
る

。

主
た
、

国
は
、

血
波
製
剤
の
適
切
か
つ
適
正

な
使
用
を

推
逃
す

る
た

め
、

血
被
製
剤

の
適

正
使
用

や
輸
血

療
法
の

実
施
等

に
側
寸

る
指
針
を

状
況
の
変
化

に
応
じ
て

改
定
し
、

そ
の

普
及
を
図
る
と
と
も

に
、

医
療

機
関

に
お
け
る
血

液
製
剤
の

使
用
状
況

に
0
い

て
定
期

的
に

評
価
を
行

う
等
、

適
正
使
用
を

吏
に

促
進
t
る
た
め

の
力
策
を
講
ず
る
こ
と
と

す

る
。

4

公
正
の
確
保
及
び

透
明
性
の
向
上

国
、

地
方
公
典
団
休
、

採
血
市
業
者
、

製
造
販
売
業
者
等
、

医
療
関

係
各

な
ど

血
被
事
業
に
関
わ

る
者
は
、

献
血
者

の
驚
意

に
こ
た
え

、

国

民
の
理
解
と
協
力
を

得
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
獣
血
の
推
逃
、

適
正

使
用

の
推
進
等
血
液
水
業
に
保

る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た

り
、

血
液
製
剤
の
安

全
性
や
供
給

の
状
況

等
に
つ
き

、

十
分
な
衍
報

を
公

開

す
る
必
藝

が
あ
る
。

ま
た
、

国
、

地
方
公

典
団
休
そ
の
他
の
血
波
辨
業
に

関
わ

る
者
は

、

血
液
水
業
の
公

正
か

つ
透
明
な
運
営
を
確
保
司、
る
も
の
と

t
る
。

二

血
液
製
剤
代
巷
医
藁
品
の

取
扱
い

用
法
、

効
能

及
び
効
果
に
つ

い
て
血
液
製

剤
と
代
赫
性

が
あ

る
医
薬
品

(
以
下

一
血

液
製
刑

代
魯
医
薬
品
』
と

い
う

。
)

に
つ
い
て
も
、

そ
の
安

全
性
の

確
保
及

ぴ
向
上

が
必
斐
で
あ

る
。

ま
た
、

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

は
、

安
定
供
給
を
確
保
す
る
た

め
、

計

画
的
に
製
造

及
ぴ
供
給
が

行
わ

れ
る
必
斐

が
あ

る
と
と
も
に
、

そ
れ

ぞ
れ

の
患
者
ヘ
の

必
婆
に
応
じ
て

、

適
切

か
つ

適
正

に
使
用
さ

れ
る

こ
と
が
求

め
ら

れ
る
。

血
液
製
刑
代
巷
医
薬
品

の
安
全
性
や
供
給
の
状
況
等
に
つ

い
て
も
、

血

液
製
剤
と
伺
様
に
+
分
な

仙
報
を

公
開
す
る
必
斐

が
あ

る
。

二

国
民

の
理
解
と
参
加

国
民
一
人

人
が
、

献
血
に
山
来
す

る
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療

が
提
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血

供
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
う
て
生
命
と
健
康
か
守
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

理
解
し

、

極
的
に
献
血
に
協
力
す
る
こ
と
等
を

逓
じ
、
国
民
が
今
後
の

血
液
水
業
の
健
全
な
展
開
に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

こ
う
し

た
国
民
の
血
液
出
業
ヘ
の
参
加
を
促
す
た
め
、
血
液
事
業
に
凹

わ
る
者
は
、
国
民
に
対
し
、
噸
被
事
業
や
血
液
製
剤
を

用
い
た
医
療
に
関

す
る
分
か
り
や
す
い
仙
毅
の
秘
極
的
な
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

第
二

血
被
製
刑
に
つ
い
て
の
中
朔
的
な
需
給
の
見
通
し

血
被
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
巷
医
楽
品
の
需
給
動
向
を
勘
案
し

つ
つ
、
そ

れ
ら

の
中
期
的

奮
傍
見
通
し
と
し
て

、

ー
ま
で
の
今
後
工

作
問
の
状
況
に
う
い
て

考
察
,.
る
。

輸
血
用
血
液
製
剤

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
昭
和
四
十
九
作
以
降
、
す
べ
て

国
内
献
血
で
賄

わ
れ
て
い
る
。

近

汗
間

み
る
巴
、
輸
血
用
血
液
製
剤
の
需
要
1
増

力

向
に
あ
る
た
め
、
そ
の
需
要
動
向
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る

ー
に
お
い
て
は
、

金
製
刑

赤
血
球
製
刑

血

後
製

剤
及
び
血
紫
製
剤
に
つ
い
て

、
血
液
量
に
換
算
し

て
合

計
0
0
0
万
リ

ツ
ト
ル
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
血
染
分
両
製
剤
の
原
料
血
柴
を
含
め
、

約
0
0
0
0
万
人
の
献
血
者
か
ら
の
血
液
に
ょ
0
て

供
給
さ
れ
た
。

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
引
き
続
き
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
献
血
者
の
確
保
の
た
め
の
努
力
が
続
け
ら
れ

る
一
方
で
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
推
進
が
さ
ら
に
図
ら
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
医
療
に
必
要
な
輸

血

用
血
液
製
刑
は
今
後
と
も
国
内
献
血
で

賄
わ

れ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

血
柴
分
両
製
剤

原
料

血

柴

原
料
血
柴
に
う
い
て
は
、

毎
年
度
、
術
給
計
画
に
鴬
い
て
翌
年
度

に
確
保
さ
れ
る
べ
き
原
科
血
柴
の
量
の
目
標
を
定
め
た
上
で
、
計
画

的
に
原
料
血
、如
を
確
保
し
、
供
給
し
て
い
る
。

ー

乢
‘

、

1一
‘

ケ

ー
に
お
い
て
は
、
全
血
製
刑
、
赤
血
球
製
剤
、
血
小
板
製
剤

及
ぴ
血
柴
製
剤
に
っ
い
て

、
血
液
量

に
換
算
し
て
合
計

ー
リ
ツ

ト
ル
が
供
給
さ
れ
て

お
り
、
血
疑
分
両
製
剤
の
原
料
血
柴
を
含
め
、
約

四
百
九
十
四
万
人
の
献
血
者
か
ら
の
肌
液
に
よ
0
て
供
給
さ
れ
た
。

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、

引
き
続
き
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
献
血
者
の
確
保
の
た
め
の
努
力
が
続
け
ら
れ

る
一
方
で
、
血
液
製
刑
の
適
正
使
用
の
推
進
が
さ
ら
に
図
ら
れ
る
こ
と
に

よ
り
、

医
療
に
必
要
な
輸
血
用
血
液
製
剤
は
今
後
と
も
国
内
献
血
で
肺
わ

れ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

二

血
柴
分
画
製
剤

原
料
血
蛾

原
料
血
柴
に
0
い
て

は
、
毎
年
度
、
需
給
計
画
に
お
い
て

翌
年
度

に
確
保
さ
れ
る
べ
き
原
料
血
紫
の
岳
の
目
標
を
定
め
た
上
で
、
計
画

的
に
原
料
血
蒙
を
確
保
し

、

供
給
し

て
い
る
。
平
成
十
八
午
度
の
原

ー“
旦

う

L
‘

弓

1

L
‘

弓

し
.

亨

供
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
う
て

生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を

理
解
し

、
積
極
的
に
献
血
に
協
力
す
る
こ
と
等
を
通
じ
、
国
民
が
今
後
の

血
液
水
業
の
健
全
な
展
開
に
参
加
す
る
こ
と
が
朔
待
さ
れ
る
。

こ
う
し

た
国
民
の
血
液
水
業
ヘ
の
参
加
を
促
す
た
め
、
血
液
出
業
に
関

わ
る
者
は
、
国
民
に
対
し

、
血
液
宗
業
や
血
液
製
剤
を
用
い

た
医
療
に
関

す
る
分
か
り
や
す
い

情
報
の
稍
極
的

な
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

保
目
標
岳
は
九

=

+
七
万
り
ツ
ト
ル
と
定
め
、
原
料
血
脈
の
確
保
を
行
っ
た
こ
と
に
ょ

リ
、
こ
れ
ま
で
需
斐
に
見
合
・つ
供
給
が
行
わ
れ
て

き
て
い

る
.
過
去
の

供
給
状
況
等

を
勘
案
す
る
と
、

ー
に
お
い
て
百
一

十
万

リ
ッ
ト
ル
程
度
ま
で
の
量
が
供

給
可
能
と
予
測
さ
れ
、
血
被
製
刑
代
赫

医
薬
品
の
供
給
状
況
に
も
よ
る
が
、
今
後
と
も
、
需
要
に
見
八口
う
供
給

が
可
能
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
。

2

免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
剤
及
び
ア
ル
プ
ミ
ン
製
剤

血
柴
分
両
製
剤
の
う

ち
、
免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
剤
及
ぴ
ア
ル
プ
ミ

ン
製
剤
の
供
給
量
は
、
製
造
に
要
す
る
原
料
血
紫
量
に
換
算
し

て
、

平
成
十
九
作
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
九
十
六
万
り
ツ
ト
ル
及
び
百
玉
十
七

罰
り
ツ
ト
ル
で
あ
り
、
う
ち
国
内
献
血
に
山
来
す
る
も
の
の
供
給
量
は

そ
れ
ぞ
れ
九
十
一
万
り
ツ
ト
ル
及
ぴ

ー
リ
ツ
ト
ル
で
あ
る
。

い
傾
向
と
な
っ
て
船
り
、
今

え
.
剤
の
需
要
を

視
す
る
必
要
捻
あ
る
も
の

需
要
に

合
つ

私
が
可
能
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

ま
た
、

疫
グ

ロ
プ
リ
ン
製
剤
の
需
要
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、
さ
ら
に
適
応

を
拡

火
す
る
聞
発
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
今
後
の
需
要
を

注

寸
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
当
面
は
ー‘t
要
に
、

0
う

が
可
能

第
二

血
液
製
剤
に
つ
い

て
の
中

期
的
な
需
給
の
見
通
し

血
液
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
特
医
薬
品
の
需
給
動
向
を
勘
実
し

つ
?

そ

れ
ら
の
中
朔
的
な
需

槍
見
通
し

と
し
て

、

ー
ま
で
の
今
後

工
年
問
の
状
況
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

一

輸
血
用
血
液
製
刑

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
す
べ
て

国
内
献

血

で
貼

わ
れ
て
い
る
。

1一
;

ー:

、

で
あ
る
と
見
、
ま
れ
る
。

ぴ
平
成
二
十
四
年
度
の
原
料
血
柴

保
目
標
岳
は
九
十
工
万
り
ツ
ト

ル
と
定
め
、
原
料
血
紫
の
確
保
を
行
っ
た
二
と
に
ょ
り
、
こ
れ
ま
で

需
要
に
見
合
う
供
給
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
過
去
の
供

給
状
況
等
を

勘
案
す
る
と
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
百
二
十
万
り
ツ
ト
ル
程
度
ま

で
の
量
が
供
給
可
能
と
予
測
さ
れ
、
血
液
製
刑
代
替
医
薬
品
の
供
給
状

況
に
も
よ
る
が
、
今
後
と
も
、
需
要
に
見
合
っ
供
給
が
可
能
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
る
。

2

免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
刑
及
び
ア
ル
プ
ミ
ン
製
刑

血
柴
分
画
製
剤
の
う
ち
、
免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
剤
及
び
ア
ル
プ
ミ

ン
製
剤
の
供

給
量
は
、
製
造
に
要
す
る
原
料
血
紫
量
に
換
算
L
て

、

ー
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
0
0
0
万
り
ツ
ト
ル

長
0
0
0

0
万
り
ツ
ト
ル
で
あ
り
、
う
ち
国
内
献
血
に
由
来
す
る
も
の
の
供
給
量

ま
、
そ
れ
ぞ
れ
0
0
0
万
り
ツ
ト
ル
及
ぴ
0
0
0
万
り
ツ
ト
ル
で

あ
る

‘“
ー

,

1一
.

う

ー,
.

゛

.一
‘

,

‘一
.

ら

ー,
.

弓

1

し
旦
,

し
よ
ー

こ
れ
ら
の

剤
の
今
後
の

要
予
測
は
、
過
去
の
使
用
状
況

を

案

る
と
、
製
、
に
要
す
る
原
料
血

に
換
算

し
て

、
平

一
十

五
作
度
に
粉
い
て
そ
れ

九
十
四

り
ツ
ト
ル
S
九
+
八
万
リ
、
ト

ル
線
度
及
ぴ
百
二
十

万
り
ツ
ト
ル
ー
百
二
十

万
り
ツ
ト
ル

で

あ
る

と
見
込
ま
れ
、
;
れ
ら
は
国
内
の
製
造
業
者
の

在
の
製
造
能
力

約
百
一
十
万
り
ツ
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
で

る

原

血
柴
の
供
給
岳
及
び
血

ノ
画
製
剤
の
国
内

業
名
の
製

力
等
を
勘
案
す
る
と
、
今
後
は
、

伝
子
組
換
え

剤
の
聞
発
も

皿
要
な
課
題
で
あ
る

L
よ

う

L
ι

う

リ
ッ
ト
ル
、
平
成
十
九
年
度
は
九

ア
ル
プ
ミ
ン
製
剤
の
需
要
は
.
仟

の
避
伝
予
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3

血
被
凝
囲
因
子
製
剤
等

血
液
凝
固
第
Ⅷ
囚
子
製
剤
(
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
)
及
び

血
液
獲
囲
第
Ⅸ
因
子
製
剤
(
複
合

及

、
伝
子
組
換
え

剤
を
除
く

〕
は
、
す
べ

て
国
内
献
血
で
飾
わ
れ
て

い
る

。

こ
れ
ら
の
製
剤
に
0
い
て
心
0、
今
後
と
も
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
が
見
込
ま

れ
る

が
、
血
藥
m
来
製
剤
及

び
遺
伝
子
線
換
え
製
剤

の
特
性
及
ぴ
副
作
用

の
発
現
状
況
並
び
に
危
機
督
理
的
な
対
応
を
考
慮

し
た
製
造
休
制
及
び
製
造
能
力
の
確
保

が
必
要
で
あ
り
、
国
内
献
血
由

来
製
剤
を
一
定
岳
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
.

な
お
、
特
殊
免
疫

グ
ロ

プ
リ
ン
製
剤
等
多
く
を
輸
入
に
依
存
し

て
い

る
製
刑

に
う
い

て
は
、
国
内
自
給

の
方
策
を
具
体
的
に
検
討
し

て
い
く

必
要

が
あ
る
。

血
液
製
剤
代
菩
医
薬
品

血
液
鞭
囚
第
Ⅷ
因
予
製
剤
及
び
血
液
疑
周

Ⅸ
囚
子
製
剤

に
つ

い
て
は

血
被
製
剤
代
菩
医
薬
品
と
し
て
、
血
液
に
巾
来
す
る
製
剤
の
外
に
遺
伝

子
組
換
え
製
刑

が
輸
入
に
ょ
り
供
給
さ

れ
て
い
る

状
況
に
あ

る
。
な
お
、

将
来
的

に
は

遺
伝
子
組
換
え
第
Ⅷ
囚
予
製
剤

1
の
国
内

で
の
製
造
の
可
能
性
も
検
討
す

る
必
要

が
あ

る
。

ま
た
、
遺
伝
子
組
換
え
ア
ル
プ
ミ
ン
製
剤
は
、
今
後
、
徐
々
に
供
給
さ

れ
て

い
く

と
見
込
ま

れ
る
が
、
当
該
製
剤
の
製
造
及
び
供
給
状
況
を
確
認

し
て

い
く

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

因
子
製
剤
(
造
伝
子
組
換
え
製
刑
を
除
く
。
}

及
ぴ
血
液
凝
囚
第
Ⅸ
囚
子

製
剤
《
複
合
休
を
除
く

)

に
加
え

、
ア
ル

プ
ミ
ン
製
刑
(
遺
伝
子
組
換

え
製
剤
を
除
く
。
)
及

び
免
疫
グ
ロ
プ
リ

ン
製
剤
等
の
血
液
製
刑
に
ウ

い

て
も

、

ー
を
目
途
に
国
内
自

傍
達
成
を

昆
t
も

の
と
す

る
。
な
お
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
(
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
}
の
国

内
自
給

に
つ

い
て

は
、
今
後
の
遺
伝
子
組
換
え
ア
ル

プ
ミ
ン
製
剤
の
供
給

状
況
も
影
櫛
司.
る
こ
と

に
留
意
す

る
必
要

が
あ
る
。

ま
た
、
フ
ル

プ
ミ
ン
製
剤
(
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
)

及
び

免

疫
グ
ロ

プ
リ
ン
製
刑
等
の

血
柴
分
画
製
剤
に

つ
い
て

は
、
国
内
自
給
を

推
進
す
る
た
め
に
、
国
内
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
必
饗
な
献
血
量

の
確

保
、
原

料
血
柴

の
宥
効
利
用
、
献
血
山
来
原
料
血
簾
を
怯
用
し
た
生
産

の
拡
火
、
医
療
関
係
者
に
対
す
る
献
血
巾
来
製
刑

の
意
義
の
啓
発
、
患
者

へ
の
怡
報
提
供
、
血
液
製

剤
の

適
正
使
用

の
推
巡
等
の
方
策
を
各
関
係
者

が
実
践
し
て
取
り
組
む
こ

と
が
必
婆

で
あ
る
。

、.
松
船
、
特
殊
免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
剤
に
つ
ぃ
て
は
、
国
内
で
の
原
料
血

柴
確
保
の
実
現
可
能
性
を
考
慮
し
な
が
ら
、
国
内
製
造
の
方
策
を
引
き

続
き
検
討
し
て
い
く
。

一

国
内

白
給
が
確
保
さ

れ
る
た
め
の
只
休
的
な
方
策

献
血
量
の
確
保

国
、
地
力
公
典
団
体

及
ぴ
採
血
流
業
名
け
、
第
二

に
示
し
た
血
液
製

刑
に

つ
い

て
の
中
期
的
な
需
給

の
見
通
し
を
路
ま
え
、
第
四
に
示
す
と

お
り
、
計
両
的
な
献
血
の
推
進

に
努
め
、
血
液
製
剤
の
国
内
自
給

の
た
・

め
に

必
要
な
鹸
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。

2

国
内

に
お
け
る
献
血
山
来
製
剤
及
ぴ
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
の
製
造

と
供
給

国、
採
血
水
業
者
、
製
造
販
光
業
名
及
び
製
造
撫
巻
は
、
第
.
に
示

す
と

お
り
、
国
内
の
献

血
に

ょ
り
得
ら
れ
た
血
液
及
び
原

料
血
衆

が

す
、へ

て
右
効

に
利
用
さ
れ

、
医
療
需
姜

に
応
じ

て
、
血
液
製
剤

と
し

て

国
内
に

過
不
足
な
ぐ
供
給
さ
れ
る
よ
う
、
血
液
製
剤

の
凶
内
自
給

に
向

け
た
製
造

及
ぴ
供
給
の
た
め

の
休
制
を
鞭
備
し
、
血
被
邪
業

の
安
定
的

第
三

血
液
製
刑

に
関
し
国

内
自
給

が
確
保
さ
れ

る
た
め
の
方
策

に
関
す
る
水

3

血
液
製
固
囚
子
製
剤
等

血
液
凝
固
第
Ⅷ
囚
子
製
剤
《
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
)

及
ぴ

血
液
機
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
(
複
合
体
を
除
く
。
)
は
、
す
べ

て
国
内
献

血
で
賄
わ

れ
て

い
る

。

こ
れ
ら

の
製
剤
に

つ
い
て

は
、
今
後
と
も
国
内
自
給

が
確
保
さ
れ

る

こ
と
が
見
込
ま

れ
る
が
、
血
柴
山
来
製
剤
及
ぴ
造
伝
予
組
換
え
製
剤

の
特
性
及
び
副
作
用
の
発
現
状
況
並
ぴ

に
危
機
管
理
的
な
対
応
を
考
愈

し
た
製
造
体
制
及
び
製
造
能
力

の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
国
内
献
血
由

来
製
刑
を
一
定
量
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
特
殊
免
疫
グ
ロ

プ
リ
ン
製
剤
等
多
く
を
輸
入
に
依
存
し

て
い

る
製
剤

に
つ

い
て
は
、
国
内
自
給
の
方
策
を
只
休
的

に
検
討
し

て
い

く

必
要
が
あ

る
。

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

血
液
凝
周
第
Ⅷ
囚
子
製
剤
に
う
い

て
は
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

と
し

て
、
血
液
に
由
来
す
る
製
剤
の
外
に
遺
伝
子
組
換
え
製
刑
が
輸
入
に
ょ
り

供
給
さ
れ
て
い

る
状
況

に
あ

る
。
な
粉
、
将
来
的

に
は
遺
伝
子
組
換
え
第

Ⅷ
因
子
製
剤

の
国
内
で

の
製
造
の
可
能
性
も
検
対
t
る
必
斐

が
あ
る
。

一

基
木
的
な
考
え
方

血
液
製
剤

は
安
全
性
の
向
上
に
常

に
配
慮
し
う
つ
安
定
的
に
供
給
さ

れ

な
け
れ
ぱ
な

ら
ず
、
か
つ

、
国

内
の

献
血

に
基
6
く
国

内
自
給
が
確
保
さ

れ
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
も

の
で

あ
る
。
こ

の
こ

と
か
ら
、
平

二
十
四

年
現
在
、
国

内
自
給
を
迷
成
し
て

い
る

輸
血
用
血
液
製
剤
、

血
液
鞭
囚

Ⅷ
因
子
製
剤
(
遺
伝
予
組
換
え
製
刑
を
除
く
。
)
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
囚

予
製
刑
(
複
ムロ
‘
及
び
遺
伝
子
組
換
え

剤
を
除
く
。
)
に
加
え
、
ア
ル

プ
ミ
ン
製
剤
(
遺
伝
了
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
)
及
び
免
疫
グ
ロ

プ
リ

ン

製
剤
等
の
血
液
製
剤
に
つ
い

て
も
、

ー
を
目
途
に
国
内
自
給

の

達
成
を
目
指
す
も

の
と
す
る
。
な
粉
、
ア
ル

プ
ミ
ン
製
剤
(
造
伝
子
組
換

え
製
剤
を
除
く
。
)

の
国
内
自
給

に
つ
い

て
は
、
遺
伝
子
組
換
え
ア
ル

プ

ミ
ン

製
剤
の
供
給
状
況
も
影
響
す
る
こ

と
に

留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。

ま
た
、
ア
ル

プ
ミ
ン
製
剤
《
遺
伝
子
組
換
え
製
剤
を
除
く
。
)

及
び
免

疫
グ
ロ
プ

リ
ン
製
剤
等

の
血
柴
分
両
製
剤

に
う
い

て
は
、
国
内
自
給
を

推
進
す
る
た
め
に
、
国
内
の
需
要
を
満
た
す
た
め

に
必
要
な
献
血
量

の
確

保
、
原
料
血
染
の
有
効
利
用
、
献
血
由
来
原
料
血
紫
を
使
用
し
た
生
産

の
拡
火
、
医
療
関
係
者

に
対
t

る
献
血
由
来
製
刑
の
意
義

の
啓
発

、
患
者

へ
の
情
毅
提
供
、
血
液
製
剤

の
適
正
使
用
の
推
迅
等
の
方
策
を
各
関
係
者

が
実
践
し

て
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

な
お
、
特
殊
免
疫

グ
ロ
プ
リ
ン
製
剤
に
つ
い

て
は
、
国

内
で

の
原
料
血

染
確
保

の
突
現
可
能
性
を
考
謹
し
な
が

ら
、
国
内
製
造

の
方
策
を
引
き

続
き
検
討
し

て
い
く
。

二

国
内

自
給
が
確
保
さ

れ
る

た
め
の
具
休
的
な
方
策

献
血
量

の
確
保

国
、

地
力
公
典
団
休
及
ぴ
採

血
水
業
者

は
、
第
二
に
示
し
た

血
液
製

剤
に

う
い
て

の
中
期
的
な
繊
給
の
兄
通
し
を
踏
ま
え
、
第
四

に
示
,

と

お
り

、
計
画
的
な
献
血
の
推
進

に
努
め

、
血
液
製
刑

の
国
内
自
給
の
た

め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す

る
二
と

が
求
め
ら
れ
る
。

2

国
内

に
船

け
る
献
血
由
来
製
刑

及
び
血
液
製
剤
代
替
医
築
品
の
製
造

と
供
給

国
、
採
血
水
業
者
、
製
造
販
光
業
者
及
ぴ
製
造
業
者

は
、
第
.
に
示

,
と
お
り
、
凶
内
の
献
血
に
ょ
り
得
ら

れ
た

血
液
及
び
原

料
血
柴
が

,、
べ

て
有
効
に
利
用
さ

れ
、
医
療
需
要

に
応
じ

て
、

血
液
製
剤

と
し

て

国
内

に
過
不
足
な
く
供
給
さ

れ
る

よ
う
、
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
に
向

け
た
製
造
及
ぴ
供
給
の
た
め
の
休
制
を
整
備
し
、
血
液
水
業
の
安
定
的

亀一
1

,

ま
た
、
新
た

に
聞
発
さ
れ
た
遺
伝
子
組
換
え
ア
ル

プ
ミ
ン
製
剤
に
う
い

て
承
認
が
な
さ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
徐
々
に
供
給
さ

れ
て
い

く

と
見
込
ま

れ
る
が
、
当
該
製
剤
の
製
造
及
び
供
給
状
況
を
確
認
し

て
い
く

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

第
三

血
液
製
刑

に
関
し
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る
た
め
の
方
策
に
佃
す
る
水

L
.

)

亀゙
.

み

L

‘

う

L

上

季

1一
.

う

L

‘
う

1

L
.

弓

一

基
木
的
な
考
え
方

血
液
製
剤
は
安
全
性
の
向
上
に
常
に
配
慮
し
う
ぅ
安
定
的
に
供
給

さ
れ

な
け
れ
ぱ
な

ら
ず
、
か
つ
、
国
内
の
献
血
に
基
d
く
国
内
自
給

が
確
保
さ

れ
る
こ

と
を
語
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ

と
か
ら
、

ー

現
在
、
国

内
自
給
を
達
成
し
て
い

る
輸
血
用
血
液
製
剤
、
血
被
凝
周
第
Ⅷ
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4

、

な
運
営
を
通
じ
て
、
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
を
確
保
司、
る
必
要
が
あ
る

こ
の
た
め
、
採
血
水
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
は
、
採

血
か
ら
製
造
及
び
供
給
に
至
る
す
、へ
て
の
段
階
に
鴬
い
て
、
水
業
の
最

大
限
の
効
率
化
及
び
合
理
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
国
内
自
給
を
推
逃
す
る
に
当
た
っ
て
、
採
血
出
業
告

製
造
販
売
業
者
等
、
患
潛
又
は
そ
の
家
族

、

医
療
関
係
者
、
献
血
者

等
血
液
京
業
に
関
わ
る
者
の
意
見
を
十
分
路
ま
え
る
と
と
も
に
、
遺
伝

子
組
換
え
ア
ル
プ
ミ
ン
製
剤
の

ー
、
国
内
の
献
血
に
山
来
す
る

血
液
製
剤
及
ぴ
輸
入
さ
れ
る
血
液
製
剤
の
供
給
を
め
ぐ
る
動
向
等
も
十

分
に
考
慮
す
る
も
の
と
司.
る
。

3

医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
啓
発
等

国
、
地
方
公
共
団
休
、
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
光
業
者
等
は
、
医

療
関
係
者
及
び
患
者
に
対
し
、
国
内
の
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
に

由
来
す
る
製
刑
の
意
義
に
0
い
て
の
啓
発
に
取
り
組
む
必
要
が
訪
る
。

医
療
関
係
者
に
船
い
て
は
、
献
血
に
ょ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
血
液
製

剤
は
貴
巫
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
そ
の
よ
う
な
血
液
製
剤
に
関

し
て
、
患
者
ヘ
の
分
か
り
や
す
い
仙
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
皿
要
で

あ
る
。

ま
た
、
法
の
施
行
力
ら

定
瑚
問
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
及
び

部

製
剤
の
国
内
自
給
率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
等
力
ら

、

今
一
度
、

血

者
、
医
療
関
係
者

関

、
会
及

患
:
を
は
じ
め
と
す
る

に
向

、
国
内
自
赤口
の
彪
斐

を
訴
え
る
必
要
が
あ
る

4

適
正
使
用
の
推
進

免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
剤
の
使
用
量
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後

と
も
適
切
か
つ
適
正
な
使
用
の
推
進
が
求
め
ら
れ
る
。
ア
ル
プ
ミ
ン
製

剤
の
使
用
量
は
、
適
正
使
用
の
推
進
の
結
果
と
し
て
、

1
誠
少

傾
向
に
あ
っ
た
が
、
.
年
は
横
1
い

向
に
あ
り
、
引
き
続
き
適
正
使

用
が
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

医
療
機
凹
に
お
い
て
は
、
血
被
製
剤
の
適
正
使
用
の

届
の
推
進
に

ナ‘

な
運
営
を
通
じ
て
、
血
被
製
剤
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る

第
四

献
血
の
推
進
に
関
す
る
出
項

一

基
本
的
な
考
え
方

国
、
地
力
公
共
団
体
、
採
血
事
業
巻
、
献
血
推
進
協
議
会

民
間
の
献

血
推
進
組
織
等
は
、
木
方
針
及
び
献
血
推
進
計
尚
を
路
ま
え
、
協
力
し
て

相
互
扶
助
及
ぴ
博
愛
の
精
神
に
基
づ
き
、
献
血
推
逃
運
動
を
展
開
す
る

必
婆
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
献
血
に
0
い
て
国
民
に
正
確
な
佑

報
を
伝
え
、
そ
の
理
解
と
恊
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

中
長
期
的
な
課
胆
と
し
て
、
今
後
の
人
口
動
態
を
考
慮
す
る
と
、
献
血

可
能
人
口
が
減
少
,.
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
血
液
製
剤
の
安

定
供
給
に
は
国
民
一
人
一
人
の
一
局
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
二
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
献
血
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
め
、
献
血

者
を
増
や
す
た
め
、
幼
少
朔
も
含
め
た
若
午
馬
を
中
心
に
普
及
啓
発
を

届
推
逃
す
ろ
必
要
が
訪
る
。

こ
の
た
め
、
採
血
f「
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
は
、
採

血
か
ら
製
造
及
び
供
給
に
至
る
す
べ
て
の
段
階
に
船
い
て
、
喫
業
の
最

大
限
の
効
率
化
及
び
合
理
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
国
内
白
給
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
、
採
血
水
業
者

製
造
販
売
業
者
等
、
患
者
又
は
そ
の
家
族
、
医
療
関
係
者
、
献
血
者

等
血
液
市
業
に
関
わ
る
者
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
遺
伝

子
組
換
え
ア
ル
プ
ミ
ン
製
剤
の
開
発
状

及

承
,
後
の
供
私
状

国
内
の
献
血
に
川
来
す
る
血
液
製
刑
及
び
輸
入
さ
れ
る
血
液
製
剤
の
供

給
を
め
ぐ
る
動
向
等
も
十
分
に
考
慮
司.
る
も
の
と
す
る
。

3

医
療
働
係
者
等
に
対
す
る
啓
発
等

国
、
地
方
公
共
団
休
、
採
血
氷
業
者
及
ぴ
製
造
販
光
業
者
等
は
、
医

療
関
係
者
及
び
患
者
に
対
し

、

国
内
の
献
血
に
ょ
り
得
ら
れ
た
血
液
に

m
来
す
る
製
剤
の
意
義
に
0
い
て
の
啓
発
に
取
り
組
む
必
要
が
訪
る
。

医
療
関
係
者
に
船
い
て
は
、
献
血
に
ょ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
血
液
製

剤
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
そ
の
よ
う
な
血
液
製
剤
に
関

し
て

、

患
者
ヘ
の
分
か
り
や
す
い
待
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

1

ま
た
、
血
液
製
剤

特
に
赤
血
球
製
刑
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め

に
は
、
国
、
都
道
府
県
及
び
採
血
堺
業
者
は
、
在
庫
水
楽
を
常
時
把
異
し

努
め
る
こ
と
が
、
ア
ル
プ
ミ
ン
製
剤
等
の
国
内
自
給
を
推
進
す
る
方
策

と
し
て
も
皿
要
で
あ
る
。

第
四

献
血
の
推
進
に
関
す
る
市
項

基
木
的
な
考
え
方

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
水
業
者
、
献
血
推
進
協
議
会

民
問
の
献

血
推
進
組
織
等
は
、
本
方
針
及
ぴ
献
血
推
進
計
画
を
踏
ま
え
、
協
力
し
て

相
互
扶
助
及
ぴ
博
愛
の
精
林
に
基
づ
き
、
献
血
推
進
運
動
を
展
開
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は

、

献
血
に
う
い
て
国
民
に
正
確
な
仙

報
を
伝
え
、
そ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

中
長
期
的
な
課
題
と
し
て
、
今
後
の
人
口
動
態
を
觜
慮
す
る
巴
、
献
血
、

司
能
人
口
が
減
少
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
血
液
製
剤
の
安

定
供
給
に
は
囚
民

人
一
人
の
一
屑
の
恊
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
献
血
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
め
、
献
血

者
を
増
や
す
た
め
、
幼
少
畑
も
含
め
た
若
年
屑
を
中
心
に
普
及
啓
発
を

屑
推
逃
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
若
年
腔
の

血
推
進
は
、

、
来
の

の

保
と
い
う
観

点
力
ら
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右

屑
に
対
し
て
は
、
学
校
と

連
携
し
て
一
献
血
セ
ミ
ナ
ー
』
を
尖
施
す
る

周
知
啓
発
の
取
組
を
積

6j
こ
一 
、ワ
。
特
に
高
校
生
等
の
籾

血
時
に
は
、
二
0
0
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
全
血

進
す
る
こ
と
に
よ
り

、

血
を
綴
験
し
て
も
ら
う
こ

と
力

あ
る

な
郭
、
四
0
0
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
及
ぴ
成
分
採
血
は
、
献
血
量

を
確
保
し
や
す
く
な
る
と
と
も
に
、
感
染
症
等
の
り
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る

な
ど
の
利
点
が
あ
る
た
め
、
今
後
も
、
一
層
の
普
及
が
必
要
で
あ
る
。

適
正
使
用
の
推
進

免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
刑
の
使
用
量
け
近
年

二1
増
加
傾
向
に
あ
り
、

今
後
と
も
適
切
か
つ
適
正
な
使
用
の
推
進
が
求
め
ら
れ
る
。
ア
ル
プ
ミ

ン
製
刑
の
使
用
量
は

、

適
正
使
用
の
推
進
の
結
果
と
し
て
、
誠
少
傾
向

に
あ
る
も
の
の
、
引
き
続
き
適
正
使
用
が
図
ら
れ
る
必
斐
が
あ
る
。

医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の

層
の
推
逃
に

ま
た
、
四
0
0
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
及
び
成
分
採
血
は

、

献
血
量

を
確
保
し
や
す
く
な
る
と
と
も
に
、
感
染
症
等
の
り
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る

な
ど
の
利
点
が
あ
る
た
め
、
今
後
も
、
一
馬
の
普
及
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
献
血
老
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
血
被
製

の
使
用
状
況

に
関

る
例
報
提
供

医
療
機

に
粘
け
る
患
者
等
ヘ
の

明
等
を
通
じ

血
液
製
剤
の
適

用
に
関
す
る
理
解
を
得
る
こ
と
も
重
要
で

る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
、
特
に
赤
血
球
製
剤
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め

に
は
、
国
、
都
遊
府
県
及
ぴ
採
血
水
業
者
は
、
在
庫
水
準
を
常
時
把
握
し

努
め
る
こ
と
が
、
フ
ル
プ
ミ
ン
製
刑
等
の
国
内
自
給
を
推
進
す
る
力
策

と
し
て
も
正
要
で
あ
る
。
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在
庫
が
不
足
す
る
場
合
に
は
供
給
に
支
障
を
及
ぽ
す
危
険
性
を
回
避
す

る
よ
う
早
急
な
対
策
を
講
ず
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら

に
、

国
及
ぴ
地
方
公
典
団
体
は
、
予
め
災
害
時

の
対
応
を
検
討
す

る
と
と
も
に
、
災
轡
時
に
お
け
る
献
血
が
確
保
さ
れ

、
血
液
が
適
切
に
供

給
さ
れ
る
よ
う
所
要
の
措
確
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。
採
血
水
業
者
は
、

あ
ら

か
じ

め
災
害
時
に
お
け
る
献
血
受
入
体
制
を
構
築
し
、
各
採
血
所
問

に
お
け
る
需
給
調
整
が
迅
速
に
で
き
る
よ
う
備
え
る

こ
と
に
ょ
り
、
災
害

時
に
船
け
る
献
血
量
の
確
保
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

献
血
推
逃
計
画
及
ぴ
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画

国
は

、
献
血
に
ょ
り
確
保
す
べ
き
血
液

の
目
標
量
、
そ

の
目
標
量
確
保

の
た
め
の
基
木
的
な
施
策
、
献
血
の
推
逃
に
関
す
る
水
項
に
う
い
て
、
侮

年
度
、
藁
水
・
食
品
衛
生
密
議
会
(
以
下
一
密
議
会
」
と
い
う
。
)
の
窓

兄
を
聰
い
て
献
血
推
逃
計
両
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。
ま
た
、
献
血
推
巡

計
画
に
基
6
き
、
国
民
の
献
血
ヘ

の
理
解
と
恊
力
を
得
る

た
め
の
教
育
及

び
啓
発
、
採
血
亨
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
と
献
血
者
の
保
護
に
卦
す

る
恊
力
等
を
行
う
。

都
道
府
県
は
、
木
方
針
及
び
国
の
定
め
る
献
血
推
逃
計
画
に
基
づ
き
、

毎
年
度
、
血
液
製
剤
の
需
給
の
状
況
、
適
正
使
用

の
推
進
状
況
、
人
口
動

態
等
を
考
慮
し
て

、
効
果
的
な
都
道
府
県
献
血
推
巡
計
画
を
策
定
し
、
公

表
す
る
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
住
民
の
献
血
ヘ

の
理
解
を
深
め
る
た

め
の

広
報
、
献
血
推
進
組
織
の
育
成
、
献
血

の
受
入
れ
の
円
滑
な
実
施
等
の
措

般
を
講
十
る

こ
と
が
匝
要
で
あ
る
。
市
町
村
は
、
国
及
び
都
道
府
県
と
と

も
に
献
血
推
進

の
た

め
の

所
婆
の
措
償
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

献
血
受
入
計
画

採
血
市
業
者
は
、
本
方
針
及
び
国
の
定

め
る
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き

侮
年
度
、
献
血
受
入
計
画
を
作
成
し
、
国

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い・。
出
業

の
実
施
に
当
た
0
て
は
、
献
血
受
入
体
制
を
着
実
に
整
備

し
、
献
血
の
受
入
れ
に
関
す
る
円
係
を
達
成
す
る
た

め
の

措
冠
を
講
ず
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
採
血
時
の
安
全
性

の
確
保
、
出
故
ヘ
の

対
応
、
献
血
者
の
個
人
情
報
の
保
護
、
採
血
に
ょ
る
献
血
者
等
の
健
康
被

在
嘩
が
不
足
す
る
場
合
に
は
供
給
に
支
陪
を
及
ぼ
す
危
険
性
を
回
避
t

る
よ
う
早
急
な
対
策
を
講
ず
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
国
及
ぴ
地
方
公
北
団
休
は
、
予
め
災
害
時
の
対
応
を
検
討
す

る
と
と
も
に

、
災
害
時
に
お
け
る
献
血
が
確
保
さ
れ
、
血
液
が
適
切
に
供

給
さ
れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。
採
血
水
業
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
災
害
時
に
お
け
る
献
血
受
入
体
制
を
擶
築
し
、
各
採
血
所
問

に
お
け
る
需
給
調
籍
が
迅
速
に
で
き
る
よ
う
備
え
る

こ
と
に
よ
り
、
災
害

時
に
お
け
る
献
血
量
の
確
保
に
仙
力
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

献
血
推
進
計
画
及
ぴ
都
道
府
県
献
血
推
逃
計
両

国
は
、
献
血
に
ょ
り
確
保
す
‘へ
き
血
液

の
目
標
量
、
そ
の
目
標
量
確
保

の
た

め
の

基
木
的
な
施
策
、
献
血
の
推
逃
に
関
,.
る
堺
項
に
0
い
て
、
毎

慕
度
、
薬
水

食
品
衛
生
癖
織
会
(
以
下
{
特
議
会
』
と
い
う
。
}
の
意

見
を
聴
い
て
献
血
推
進
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。
ま
た
、
献
血
推
進

計
両
に
基
づ
き
、
国
民
の
献
血
ヘ

の
理
解
と
恊
力
を
得
る

た
め

の
教
育
及

び
啓
発
、
採
血
水
業
者
に
ょ
る
献
血
の
受
入
れ
と
献
血
者
の
保
謹
に
対
す

る
協
力
等
を
行
う
.

都
道
府
県
は
、
本
方
針
及
び
国
の
定

め
る
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き
、

毎
年
庶
、
血
液
製
剤
の
需
給
の
状
況
、
適
正
使
用
の
推
迩
状
況
、
人
口
動

態
等
を
考
慮
し
て
、
幼
果
的
な
都
道
府
県
献
血
推
逃
計
両
を
策
定
し
、
公

表
司、
る
。
ま
た
、
住
民
の
献
血
ヘ
の
理
解
を
深
め
る
た
め

の
広
報

、
献
血

推
進
組
織
の
育
成

献
血

の
受
入
れ

の
円
滑
な
突
施
等

の
措
麗
を
講
ず
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
市
町
村
は
、
国
及
ぴ
都
道
府
県
と
と
も
に
献
血
推

進
の
た
め

の
所
要

の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
皿
嬰
で
あ
る
.

三

献
血
受
入
計
画

採
血
J!「
業
者
は
、
本
方
針
及
び
国

の
定

め
る
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き

毎
年
度
、
献
血
受
入
計
画
を
作
成
し
、
国

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
事
業

の
実
施
に
当
た
0
て
は
、
献
血
受
入
休
制
を
着
実
に
整
備

し
、
献
血

の
受
入
れ
に
関
す
る
目
標
を
述
成
す
る
た
め
の
措
賃
を
講
ず
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
採
血
時

の
安
全
性
の
確
保
、
事
故
ヘ
の

対
応
、
献
血
者
の
個
人
惰
報

の
保
護
、
採
血
に
ょ
る
献
血
者
等

の
健
康
被

4

害
の
柿
償
等
献
血
者
が
安
心
し
て
献
血
で
き
る
良
境
の
柴
備
、
援
血
に
際

し
て

の
血
被
検
査
に
ょ
る
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
及
び
献
血
者
登
録

制
度
に
ょ
る
献
血
者
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、
希
少
血
液
の
確
保
に
引
き
続
き
取
り
訊
む
二
と
が
求
め
ら
れ
る
。

四

献
血
推
逃
施
策
の
進
捗
状
況
等
に
関
す
る
確
認
及
ぴ
評
価

国
及
ぴ
地
力
公
共
団
休
は
、
献
血
推
逃
施
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
確

認
及
び
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
採
血
ホ
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
の

尖
績
に
う
い
て
の
惰
報
を
収
集
す
る
体
制
を
構
築
し
、
必
斐
に
応
じ
、
献

血
推
進
施
策
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
五

血
液
製
剤
の
製
造
及
ぴ
供
給
に
関
す
る
巾
項

一

基
本
的
な
考
え
方

血
液
製
剤
は
安
定
的
に
供
給
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
こ
と

か
ら

、
血

液
製
刑
の
供
給
に
当
た
っ
て
は
、
緊
急
時
の
輸
入
、
国
内
で
製
造
が
困
難

な
血
液
製
剤
の
輸
人
等
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
海
外
の
血
被
に
依

存
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
、
原
則
と
し
て
国
内
の
献
血
に
基
6
く
国
内
自

給
を
推
逃
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
因
内

の
献
血
に
ょ
っ
て
得

ら
れ
た
血
液
が
宥
効
に
利
用
さ
れ
、
血
液
製
剤
と
し
て
安
定
的
に
供
給
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
一
部

の
製
剤
で
供
給
に
支
障
が

生
じ
る
よ

う
な
緊
急
水
態
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
製
造
販
売
業
者
等
は
所
要
の
在
庫

を
保
行
し
て
お
く

こ
と
が
皿
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
保
健
衛
生
上
の
観
点
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
咽
造
、
供

給
等
の
需
給
動
向
を
適
時
適
助
に
把
握
す
る
必
鑒

の
あ
る
血
紫
分
画
製

刑
に
0
い
て
は
、
血
液
製
剤
代
替
医
柴
品
を
含
め
、
注
第
二
十
工
条
に
基

d
き

、
第
二
に
示
し
た
中
期
的
な
禽
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
需
給
計
画

を
策
定
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
輸
血
用
血
液
製
刑
に
つ
い

て
は
、
災
害
時
等

の
棄
急
的
な
対
応
を
常
に
考
慮
し
う
?

そ
の

需
給
が

季
節
的
に
変
動
す
る

こ
と
等
も
路
ま
え
、
献
血
推
進
計
両
等
に
ょ
り
、
安

定
的
な
供
給
を
確
保
寸
る
必
要
が
あ
る
。

第
玉

血
液
製
剤

の
製
造
及
び
供
給
に
側
す
る
*
項

一

基
本
的
な
湾
え
方

血
液
製
剤
は
安
定
的
に
供
給
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
血

液
製
剤
の
供
給
に
当
た
っ
て
は

、
緊
急
時
の
輸
入
、
国
内
で
製
造
が
困
難

な
血
液
製
剤
の
輸
入
等
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
海
外

の
血
液
に
依

存
し
な
く
て
も
済
む
よ
う

、
原
則
と
し
て
国
内
の
献
血
に
基
一づ
く
凶
内
自

給
を
推
逃
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
ま

た
、
国
内
の
献
血
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
血
液
が
布
効
に
利
用
さ
れ
、
血
液
製
剤
と
し
て
安
定
的
に
供
給
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

部
の
製
刑
で
供
給
に
支
際
が
生
じ
る
よ

う
な
繁
急
巾
態
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
製
造
販
売
業
者
等
け
所
饗
の
在
庫

を
保
オ「
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二
の

た
め
、
保
健
衛
生

上
の
観
点
か
ら
、
医
療
に
必
要
な
血
.
製
刑
を

確
保
し
て
安
定
的
に
f
私
.‘
る

た
め

に
、
原
生
労
働
大
臣
が
製
造
、
供
給

等
の
需
給
動
向
を
適
時
適
切
に
把
握
す
る
必
要
の
あ
る
血
紫
分
画
製
剤

に
つ
い
て
は
、
血
液
製
刑
代
替
医
薬
品
を
含
め
、
法
第
二
十
工
条
に
基
づ

き
、
第
二
に
木
し
た
中
期
的
な
需
給
の
兄
通
し
を
踏
ま
え
、
需
給
計
画
を

策
定
し
、
公
喪
,.
る
も
の
と
司.
る
。
な
お
、
輸
血
用
血
液
製
刑
に
つ
い
て

は

災
害
時
等
の
緊
急
的
な
対
応
を
常
に
留
慮
し
つ
う
、
そ

の
需
給
が
季

節
的
に
変
動
す
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
、
献
血
推
進
計
両
等
に
ょ
り
、
安
定

的
な
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

、

ー

う

害
の

柿
償
等
献
血
者
が
安
心
し
て
献
血
で
き
る
環
境
の
整
備
、
係
血
に
際

し
て
の
血
波
検
査
に
ょ
る
健
康
杵
理
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
及
ぴ
献
血
者
登
録

制
度
に
よ
る
献
血
各
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
皿
要
で
あ
る
。
ま

た
、
希
少
血
被

の
確
保
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

四

献
血
推
進
施
策
の
逃
捗
状
況
等
に
関
す
る
確
認
及
び
評
価

国
及
ぴ
地
力
公
共
団
休
は
、
献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
確

認
及
ぴ
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
採
血
水
業
者
に
ょ
る
献
血

の
受
入
れ
の

実
績
に
つ
い
て
の
粥
報
を
収
集
す
る
休
制
を
構
築
し
、
必
要
に
応
じ
、
献

血
推
進
施
策
の
兄
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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一

血
波
製
刑

の
安
定
供
給

の
確
保
の
た
め

の
需
給
計
両

需
給
計
画
を
策
定
す

る
際

に
は
、

当
該

血
柴

分
画
製
剤
の
需
給
動
向

の
み
な

ら
ず
、

そ
の

製
造

に
使
用
す
る
原
料

血
柴

の
量
の
動
向
、
当
該

製
剤
に
代
赫
す

る
医
築
品

、
治
療
法
等
を
考
慰

し
、

審
議
会
の
意
見
を
聡

い
て

策
定
す
る
。

血
染
汾
画
製
剤
の
製
造
販
光
業
者
等
は
、
需
給
計
画
に
沿
0
て
、
計

両
的

に
血
柴

分
画
製
剤
の
製
造
及
び
供
給

に
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
と

と
も

に
、
そ

の
製
造
実
績
等
を
原
生
労
働
大
臣
に
報
告
す

る
二

と
が
必
要

で
あ
る
。

惇
生
労
働
火
臣
は

、
当
該
報
告
を
受
け

、
安
定
供
給
の
確
保
の

観
点

か
ら

、
需
給
計
断
を
尊
皿

し
て

適
正

に
製
造
及
び
供
給
が
行
わ
れ

る

よ
う
、

必
要

に
応
じ
勧
告
等

の
措
遣

を
講
十
る
も
の
と
す
る
。

ま
た

、
国
内
の
献
血
に
山
来
す
る
血
液
製
剤
を
取
り
扱
う
製
造
販
光
業

者
等

は
、
そ

の
供
給

の
確
保
に
努
め

る
こ
と

が
巫
要

で
あ

る
。

な
お
、

今
後

の

内
自
論

の
1人

の
変
化
を
踏
ま

え
、

国
内

の
献

血
に

由
来
す
る
原
料
肌
染
を

且
海
外
八
輸
出
し
て
外
国
の
工
場
に
粉
い
て

製
剤
化

し
て

臼
木
ヘ
輸
人
す
る

血
被
製
刑
を
取
り
扱
う

こ
と
が
特
に
必
要

で
あ
る

ミ
れ
た
場
合

に
は
、

1
国
内
で
の
安

褒
給
及

び
国
内
自
給
の
推
逃
と
両
立

す
る

範
囲
内

に
お
い

て
、
当
該
輸
入

血
液
製

剤
を
取
り
扱
う
こ
と

に
つ
い

て
、
課
廟
毎
に
只
体
的
な
検
討
が
必
要

で
あ

る
。原

料
血

柴

の
配

分

国
は

、
製
造
販
売
業
者
及

び
製
造
業
者
の
製
造
能
力
及
び
製
造
効
率
を

勘
案

し
、

安
定
供
給
に
必
要
な

血
柴
分
画
製
剤

の
適
正
な
水
幣
の
生
産

が
確
保
さ
れ
る
よ
う

、
密
議
会

に
お

け
る
公
正
か
つ
透
明
な
密
議
を
踏
ま

需
給
計
両
に
お
い
て
採
血
巾
業
者
、
製
造
販
.‘
喋
右
も
し
く
は
製
造

業
名
か
ら
製
造
販
売
業
者
及

び
製
造
業
者
ヘ
の

血
柴
の
配
分
岳
及
ぴ
配

分
t

る
際
の
標
楽
価
格
を
規
定
す
る

も
の
と
す

る
。

採
血
吼
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及

び
製
造
業
者

は
、
需
給
計
画
を
尊
玉

し
て

原
料

血
柴

を
配
分
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

原
生
労
働
火
臣

は

計
両
が
尊
皿
さ
れ

て
い
る
か
を
把
握
す
る
た
め
、

原
料

血
柴
の
配

分

L

‘

うし

‘
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1一
上

う

第
六

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
水
項

一

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組

薬
*
法

に
基
づ
き
、
生
物
m
来
製
品
に
つ
い

て
、

そ
の
感
染
の
り
ス
ク

等
を
踏
ま
え
、
原
材
料

の
採
取
及
び
製
造
か

ら
市
販
後
に
至
る
各
段
階

に

お
い

て
、
一
般
の
医
楽
品
等
に

お
け
る
各
挿
幕
徽

に
加
え
、
以
下

に
掲
げ

る
基
推
等
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

を
柱

と
し
て

、
血
液
製
剤

の

屑
の

安
全
性
の
確
保
を
図
る

こ
と

と
す
る
。

原
材

料
採
取
の
方
法
等

に
0

い
て

保
健
衛
生
上
の
観
点
か

ら
定
め

る

品
質
等
の
付
加
的
な
基
楽

2

禍
造
設
備
、
製
造
管
理
及
ぴ
品
質
杵
駅
の
力
法

に
つ

い
て

、
そ

の
特

性
に
応
じ
た
付
加
的
な
基
推

3

直
接
の
容
器
又

は
直
接
の
被
包
等
に
船

い
て

、
感
染

の
り
ス
ク
等
を

行
ナ
る
こ
と
か
ら
適
正
に
使
用
す
べ
き
医
薬
品
等

で
あ
る
こ

と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め

、
安
全
性

の
確
保

に
関
し

必
妾
な
付
加
的
な
麦
示
を
行

う
こ
と
。

1

結
果
の
報
告
を
求
め

る
も
の

と
す

る
。

四

血
液
製
剤

の

及

供
給

の
在
り
方

剤
の
今
後
の
製
造

及
び

玲
の
在
り
方
に
う

い
て
は

、

分
画
製
剤
の
製
”
休
制

の
在
り
J

に
倒

る
検
討
厶
三

で
の
議
論
を

ま
え
、
安
定
供
給

の

の

点
力
ら

血
液
市
業
が
安
定
的

に
運
、

き
る
よ
う
、
各
関
係

者
が
取
り

こ
と
が
必
菱
と
さ
れ
る
。
ま
た

、
そ

の
篠

に
捻
、
輸
血
用
血

剤
及

血

ノ
両
製
剤
が
と

も
に

人
の

に
由
来
す

る
有
限

で
貴
.
な
も
の
で
あ

り
、

安
全
性
の
向
上

、
安
定

給
の
確
保
、

正

用
の
推
進
等

の
点

で
他

の
医
薬
品
と

は
畏
な

る
性
格

を
有

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分

ま
え

た
取
扱
い
が
必
要

て
あ
る
。

な
お

、

国
は
、

災
害
等
の
場
合

に
あ
0

て
も

、

血
被
製
刑

の
供
給
に
支

際
を
来
す
こ
と
が
な

い
よ
う
、
製
造
販
光
業

者
及

ぴ
製

造
業
者
に
ょ

る
安

定
供
給

に
必
聾
な
量
の
備
幣

の
状
況
等

に
関

し
、

適
宜

、
確
認

を
行
う
な

ど
、

そ
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

し

‘

う

1一
ユ

う

1一
‘

う

二

血
液
製
刑

の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
の
需
給
計
尚

需
給
計
画
を
策
定
す
る
際

に
は

、
当
該
血
柴
分
画
製
剤
の
術
給
動
向

の
み
な
ら
ず
、

そ
の
製
造

に
使
用
す
る
原
料
血
柴

の
量

の
動
向
、
当
該

製
刑

に
代
特
す
る
医
簗
品
、
治
療
法
等
を
考
慮
し

、
帯
議
会
の
意
兄
を
聡

い
て

策
定
す

る
。

血
禁
分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
岩

等
は
、
術
給
計
画
に
沿
っ

て
、

計

画
的
に
血
紫
分
画
製
剤
の
製
造

及
び

供
給

に
取
り
訊
む

必
斐
が
あ
る
と

と
も
に
、

そ
の

製
造
実
績
等
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
す
る
こ
と
が
必
聾

で
あ
る
。

厚
生

労
働

大
臣

は
、
当
該
報
倍
を
受
け

、
安
定
供
給
の
確
保

の

鍛
点
か
ら
、
術
給
計
画
を
煉
皿
し

て
適
正
に
製
造
及
び
供
給

が
行
わ
れ
る

よ
う
、

必
要

に
応
じ
勧
告
等

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

ま
た

、
国
内

の
献
血
に
山
来
す
る
血
被
製
剤
を
取
り
扱
う
製
造
販
売
業

者
等

は
、

そ
の
供
給

の
確
保
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

な
お

、
国
内

の
献

血
に

巾
来
す
る
原
料
血
紫
を
一
旦
海
外
ヘ
輸
出

し

て
外
国
の
工
揚
に
診
い
て
製
剤
化
し
て
日
本
ヘ
輸
入
す
る
血
液
製
剤
を
取

り
扱
う
こ

と
が
特

に
必

塾
で

あ
る

と
さ
れ
た
場
合
に
は
国
内

で
の

安
定
供

給
及
び
国
内
白
給
の
推
進
と
両
立
す

る
範
囲
内
に

お
い

て

ー
こ
と

に
0

い
て
、

課
胆
毎

に
具
休
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

し
‘
う.“

‘
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結
果
の
報
告
を
求
め

る
も

の
と
す
る
。

四

1
、

1一
.

う

第
六

血
液
製
剤
の
安
金
性
の
向
上

に
関
す
る
水
項

一

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組

薬
水
法

に
基
づ
き

、
生
物
山
来
製
品

に
う

い
て
、

そ
の

感
染
の
り
ス
ク

等
を
路
ま

え
、

原
材
料
の
採
取
及
び
製
造

か
ら
市
販
後
に
至

る
各
段
階

に

お
い
て

、

般
の
医
薬
品
等

に
お

け
る
各
種
基
泡

に
加
え
、

以
下
に
掲
げ

る
基
推
等
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
柱
と
し

て
、

血
被
製
剤
の
一
馬
の

安
全
性

の
確
保
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

原
材
料
援
取
の
方
法
等

に
つ
い

て
保
健
衛
生
上
の
観
点
か

ら
定
め
る

品
質

等
の
付
加
的
な
基
禦

2

構
造
設
備
、

製
造
管
理

及
ぴ
品
質
処”
理

の
力
法
に
つ

い
て
、

そ
の
特

性
に

応
じ
た
付
加
的
な
基
準

3

直
接
の
容
器
又

は
直
接

の
被
包
等
に

お
い

て
、
感
染

の
り
ス
ク
等
を

イi
ナ
る
こ
と
か
ら
適
正

に
使
用
t
ベ
き
医
薬
品
等
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す

る
た
め

、
安
全
性
の
確
保

に
関

し
必
斐
な
付
加
的
な
火
示
を
行

.ワ
こ
と
。

原
料
血
柴

の
配
分

国
は
、
製
造
販
売
業
者
及
ぴ
製
造
業
名
の
製
造
能
力
及
び
製
造
効
率
を

勘
案

し
、
安
定
供
給
に
必
要
な
血
紫
分
両
製
刑
の
適
正
な
水
沈
の
生
産

が
確
保
さ
れ
る
よ
う

、
密
鍍
会
に
お
け
る
公
正

か
う
透
明
な
排
議
を
踏
ま

え
、
需
給
計
両
に
お
い
て
採
血
水
業
者
か
ら
製
造
販
光
業
者
及
び
製
造
業

者
ヘ
の
血
衆

の
配

分
量
及
び
配
分
,、
る
際

の
標
寧
価
格
を
規
定
す

る
も

の
と
す
る
。

採
血
嚇
業
者

、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者

は
、
喬
給
計
画
を
尊
巫

し
て
原
料
血
柴
を
配
分
す
る
こ
と
が
必
饗
で
あ
り
、
厚
生
労
揃
大
臣
は

託
画
が
尊
重
さ
れ

て
い
る

か
を
把
握
す

る
た
め
、

原
料

血
柴

の
配
分

一一

ー,
よ

う

.,

.

、

L
よ

孝

国
は

、

災
害
等
の
場
合
に
あ
0

て
も

、
血
液
製
剤

の
供
給

に
支
障

を
来

す
こ

と
が
な

い
よ
う

、
製
造
販
光
業
者
及
ぴ
製

造
楽
者

に
ょ
る
安
定
供
給

に
必
要
な
量

の
備
袴
の
状
況
等

に
関

し
、
適
宜
、

確
認
を
行
う
な
ど
、
そ

の
安
定
供
給
を
確
保
す
る

こ
と
と
す
る
。

血
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4

病
原
体
の
混
入
が
判
明
し
た
場
合
に
遡
及
調
査
を
速
や
か
に
詣
ず
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、

製
造
販
光
業
者
等
及
び
医
療
関
係
者
は
必

要
な
ホ
項
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
、

保
存
す
る
こ
と
、

製
造
販
光
業
者
及
び
外
国
特
例
承
認
取
得
者
は
、

薬
堺
法
第
六
十
八
条

の
八
に
定
め
る
感
染
症
定
期
報
告
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

製
造
禦

者
は
、

特
定
生
物
由
来
製
品
に
う
い
て
、

剃
及
調
査
の
た
め
に
必
斐
な
量

を
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

医
療
関
係
者
は
、

特
定
生
物
由
来
製
品
を
使
用
t
る
際
に
は
、

原
材
料

に
由
来
す
る
感
染
の
り
ス
ク
等
に
つ
い
て
、

特
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が

あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
す
る
必
饗
が
あ
る
。

ま
た
、

薬
出
法
第
六
十
八
条

の
七
に
基
づ
き
、

そ
の
有
効
性
及
ぴ
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の
適
正
な

使
用
の
た
め
に
必
要
な
水
項
に
つ
い
て
、

患
者
叉
は
そ
の
家
族
に
対
し
、

適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、

そ
の
理
解
と
同
意
を
得
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
艇
す
る
市

(
特
別
区
を
含
む
。

以
下

〔
都

道
府
県
等
、

と
い
う
。
〕

は
、

必
要
に
応
じ
、

医
療
関
係
者
が
安
全
対
策

を
適
切
に
実
施
す
る
よ
う
、

指
導
に
努
め
る
こ
と
が
重
姜
で
あ
る
。

採
血
水
業
者
は
、

血
液
製
剤
を
介
し
て
感
染
症
等
が
発
生
す
る
ヅ
ス
ク

を
で
き
る
限
り
排
除
す
る
た
め
に
、

献
血
時
に
お
け
る
問
診
の
充
尖
を
図

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、

国
、

地
力
公
共
団
休
及
ぴ
採
血
水
業
者

ぱ
、

予
め
献
血
者
に
対
し
、

検
査
を
月
的
と
し
た
献
血
を
行
わ
な
い
よ
う

伺
知
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。

医
療
関
係
者
は
、

血
液
製
刑
の
免
疫
学
的
副
作
用
の
発
生
に
も
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、

血
液
製
剤
代
巷
医
薬
品
に
つ
い
て
も
、

安
全
性
の
確
保
を
図
る

こ
と
が
巫
斐
で
あ
る
。

一

迅
速
か
つ
適
切
に
安
全
対
策
を
実
施
t
る
た
め
の
休
制
整
備

国
、

採
血
水
業
者
、

製
造
販
売
業
岩
等
及
び
医
療
関
係
者
は
、

感
染
症

等
、

血
液
製
剤
に
保
る
安
全
性
に
関
t
る
情
報
を
把
握
し
、

そ
の
情
鞍
を

評
価
し
、

安
全
対
策
の
実
施
を
迅
速
か
0
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、

遡
及

4

病
原
休
の
混
入
が
判
明
し
た
場
合
に
遡
及
調
査
を
速
や
か
に
講
ず
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、

製
造
販
売
業
者
等
及
び
医
療
凹
係
者
は
必

堕
な
水
項
に
う
い
て
記
録
を
作
成
し
、

保
存
す
る
こ
と
。

製
造
販
光
業
者
及
び
外
国
特
例
承
認
取
得
者
は
、

楽
出
法
第
六
十
八
条

の
八
に
定
め
る
感
染
症
定
期
報
告
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

製
造
業

者
は
、

特
定
生
物
山
来
製
品
に
う
い
て
、

遡
及
凋
査
の
た
め
に
必
要
な
量

を
適
切
に
保
存
司.
る
こ
と
が
必
纂
で
あ
る
。

医
療
関
保
者
は
、

特
定
生
物
山
来
製
品
を
使
用
す
る
際
に
は
、

原
材
料

に
由
来
,.
る
感
染
の
り
ス
ク
等
に
つ
い
て
、

特
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が

あ
る
二
と
を
十
分
認
誠
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、

藁
出
法
第
六
十
八
条

の
七
に
基
づ
き
、

そ
の
有
効
性
及
ぴ
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の
適
正
な

使
用
の
た
め
に
必
要
な
堺
項
に
つ
い
て
、

患
宕
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、

適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、

そ
の
理
解
と
同
意
を
得
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
,.
る
。

都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
鐘
す
る
市

(
特
別
区
を
含
む
。

以
下

[
都

道
府
県
等
』

と
い
う
。
)

は
、

必
要
に
応
じ
、

医
療
船
係
者
が
安
全
対
策

を
適
切
に
実
施
す
る
よ
う
、

指
獅
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

採
血
水
業
者
は
、

血
液
製
剤
を
介
し
て
感
染
症
等
が
発
生
す
る
り
ス
ク

を
で
き
る
限
り
排
除
す
る
た
め
に
、

献
血
時
に
お
け
る
問
診
の
充
実
を
図

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、

困
、

地
力
公
北
団
休
及
ぴ
探
血
邪
業
者

け
、

予
め
献
血
者
に
対
し
、

検
査
を
目
的
と
し
た
献
風
を
行
わ
な
い
よ
う

周
知
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。

医
療
関
係
者
は
、
血
被
製
剤
の
免
疫
学
的
副
作
用
の
発
生
に
も
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、

血
液
製
刑
代
替
医
薬
品
に
つ
い
て
も
、

安
全
性
の
確
保
を
図
る

こ
と
が
皿
要
で
あ
る
。

二

迅
速
か
つ
適
切
に
安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
休
制
窄
備

国
、

採
血
市
業
者
、

製
造
販
売
業
者
等
及
び
医
療
関
係
者
は
、

感
染
症

等
、
血
液
製
剤
に
係
る
安
全
性
に
関
す
る
怡
報
を
把
握
し
、

そ
の
怡
報
を

評
価
し
、

安
全
対
策
の
実
施
を
迅
速
か
0
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、

遡
及

血
液
製
剤
の
使
用
に
ょ
り
感
染
症
の
発
生
等
が
判
呪
し
た
場
合
の
対
応

国
は
、

血
液
製
剤
の
使
用
に
ょ
り
、

感
染
症
等
の
保
仙
衛
生
上
の
危
害

の
発
生
又
は
拡
火
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

遡

及
調
査
を
速
や
か
に
実
施
し
、

ほ
か
の
患
者
等
ヘ
の
健
康
被
害
が
拡
大
L

な
い
よ
う
、

薬
水
法
第
六
十
九
条
の
三
に
基
づ
く
製
品
の
販
売
等
の

時

停
止
や
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
く
回
収
等
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、

患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
す
る
不
利
益
や

偏
見
、

差
別
に
配
慮
し
0
0
、

患
者
又
は
そ
の
家
族
を
始
め
と
す
る
国
民

や
医
療
機
凹
等
ヘ
各
種
の
乎
法
に
よ
り
迅
速
に
柳
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、

原
囚
の
究
明
、

改
筈
の
粥
示
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
技
術
の
開
発
促
進
及
ぴ
早
期
尊
入

製
造
販
光
業
右
等
は
、

病
原
休
の
不
活
化
・
除
去
技
術
の
向
上
、

よ
り

洲
感
度
か
う
高
精
度
の
検
査
方
法
の
閲
発
等
を
通
じ
、

よ
り
安
全
性
の
高

い
血
波
製
剤
の
聞
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
妾
で
あ
る
。

ま
た
、

凶
は
、

血
液
製
刑
の
安
全
性
の
向
上
に
係
る
技
術
に
関
す
る
仙

報
を
収
集
L
、

技
術
聞
発
を
支
径
し
、

採
血
水
業
者
及
ぴ
製
造
業
者
が
そ

れ
ら
の
技
術
を
早
朔
導
入
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

工

自
己
撫
輸
血
等
の
取
扱
い

輸
血
に
よ
り
、

感
染
症
、

免
疫
掌
的
副
作
用
等
が
発
生
す
る
り
ス
ク
は

完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
己
血
輸
血
は
推

奨
さ
れ
る
手
法
で
あ
る
。

白
己
血
輸
血
を
行
う
際
は
、
法
第
二
十
四
条
第

加
査
を
速
や
か
に
実
施
で
き
る
休
制
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

血
液
製
刑
の
安
全
性
に
関
す
る
仙
娘
に
つ
い
て
は
、

俳
議
会
に
お
い
て

専
門
家
、

患
者
等
と
遅
泌
な
く
仙
報
を
共
打
す
る
と
と
も
に
、

囚
民
に

対
し
適
時
適
切
か
つ
迅
速
に
仙
報
を
公
聞
し
、

提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お

・
策
を
実

る
た
め
の

制
に
0
い
て
は
、

～

等

に
関
す
る
佃
報
、

安
全
技
術
の
開
発
,
向
、

海
外
の
制
度
等
を
参
照
し
な

が
ら
、

そ
の

る
、
き
姿
を
也
求
し
、

ι
要
に
応
じ
て
体
制
の
充
実

化
を
検
が
す
る
こ
と

一

血
液
製
剤
の
使
用
に
ょ
り
感
染
症
の
発
生
等
が
判
明
し
た
場
合
の
対
応

国
は
、

血
被
製
刑
の
使
用
に
ょ
り
、

感
染
症
等
の
保
健
街
生
上
の
危
害

の
発
生
又
は
拡
火
を
防
止
す
る
た
め
必
聾
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

遡

及
認
査
を
速
や
か
に
実
施
し
、

隠
か
の
患
者
等
ヘ
の
飾
康
被
害
が
拡
大
し

な
い
よ
う
、

薬
水
法
第
六
十
九
条
の
三
に
基
d
く
製
品
の
販
光
等
の
一
時

停
止
や
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
に
基
づ
く
回
収
等
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、

患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
す
る
不
利
益
や

偏
見
、

差
別
に
配
慮
し
つ

?

患
者
又
は
そ
の
家
族
を
始
め
と
す
る
国
民

や
医
療
機
関
等
ヘ
各
種
の
乎
法
に
ょ
り
迅
速
に
仙
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、

原
囚
の
究
明
、

改
善
の
指
示
等
を
行
う
も
の
と
,、
る
。

四

安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
技
術
の
開
発
促
巡
及
ぴ
早
朔
導
入

製
造
販
光
業
名
等
は
、
・炳
原
休
の
不
活
化

除
去
技
術
の
向
上
、

よ
り

窃
感
度
か
つ
高
精
度
の
検
査
方
法
の
朋
発
等
を
通
じ
、

よ
り
安
全
性
の
高

い
血
被
製
刑
の
聞
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、

国
は
、

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
係
る
技
術
に
関
す
る
仙

報
を
収
集
し
、

技
術
聞
発
を
支
援
し
、

採
血
水
業
巻
、

製
造
販
・

業
名
及

び
製
造
業
者
が
そ
れ
ら
の
技
術
を
竿
朔
導
入
す
る
よ
う
に
指
導
司.
る
も
の

と
,
る
。

工

自
己
血
輸
血
等
の
取
扱
い

輸
血
に
ょ
り
、

感
染
症
、

免
疫
学
的
副
作
用
”寺
が
発
生
す
る
り
ス
ク
は

完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

自
己
血
輸
血
は
推

奨
さ
れ
る
手
法
で
あ
る
。

自
己
血
輸
血
を
行
う
際
は
、

法
第
二
十
凶
条
第

調
賓
を
速
や
か
に
実
施
で
き
る
休
制
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

血
液
製
剤
の
安
全
性
に
関
す
る
佑
報
に
つ
い
て
は
、

密
議
会
に
お
い
て

専
門
家
、

患
者
等
と
遅
滞
な
く
怡
報
を
北
有
す
る
と
と
も
に
、

国
民
に

対
し
適
時
適
切
か
つ
迅
迷
に
惰
報
を
公
開
し
、

提
供
す
る
も
の
と
寸
る
。

、
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二
項
に
基
6
き
定
め
る
基
準
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
に
沿
っ
て
適

切
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、

自
己
血
輸
血
を
除
き
、

院
内
血
輸
血
は
、

安
全
性
の
問
糎
及
び

患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
す
る
負
担
の
閻
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

原
則
と

し
て
行
う
‘へ
き
で
は
な
い
。

第
七

血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
水
項

一

血
液
製
刑
の
適
正
使
用
の
推
逃

医
療
関
保
者
は
、

血
液
製
剤
の
特
微
を
十
分
に
理
解
し
、

そ
の
適
正
な

使
用
を

馬
推
巡
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、

医
療
関
係
者
に
対
す
る
敏

育
、

研
修
等
、

様
々
な
機
会
を
通
じ
て
働
き
掛
け
て
い
く
こ
と
が
皿
斐
で

あ
る
。

囚
は
、

血
液
製
剤
の
適
正
使
用
、

輸
血
療
法
の
尖
施
等
に
関
す
る
指
針

を
医
療
機
関
に
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

医
療
機
関
に
お
け
る
血

液
製
剤
の
使
用
状
況
等
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、

定
期
的
に
評
価
し
、

必

要
に
応
じ
て
当
該
指
針
を
見
億
,、
等
、

適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の
よ
り

効
果
的
な
力
法
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

二

院
内
体
制
の
整
備

医
療
機
関
に
お
い
て
は
、

血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
が
適
正
に
な
さ
れ

る
よ
う
、

院
内
の
血
液
製
剤
を
管
理
L
、

使
用
す
る
た
め
の
休
制
を
整
備

す
る
こ
と
が
皿
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、

そ
の

よ
う
な
医
療
機
関
に
対
し
、

様
々
な
機
会
を
通
じ
て
、

院
内
に
お
け
る
輸

血
療
法
委
員
会
及
ぴ
輸
血
部
門
の
設
置
並
ぴ
に
責
任
医
師
の
任
命
を
働
き

か
け
る
も
の
と
す
る
。

一一

患
岩
等
に
対
す
る
説
明

医
療
関
係
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
患
名
に
応
じ
て
血
液
製
剤
の
適
切
な
使

用
に
努
め
る
こ
と
が
皿
要
で
あ
り
、

患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、

血
液

製
剤
に
関
し
て
適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、

そ
の
理
解
と
伺
息
を
得

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
項
に
基
づ
き
定
め
る
基
準
及
び
そ
の
尖
施
に
凹
す
る
指
針
に
沿
0
て
適

切
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、

白
己
血
輸
血
を
除
き
、

院
内
血
輸
血
は
、

安
全
性
の
問
距
及
ぴ

患
名
又
は
そ
の
家
族
に
対
す
る
負
担
の
問
距
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

原
則
と

し
て
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

第
七

血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
班
項

血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
推
進

医
療
関
係
者
は
、

血
液
製
剤
の
特
徹
を
十
分
に
理
解
し
、

そ
の
適
正
な

使
用
を

屑
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、

医
療
関
係
者
に
対
す
る
教

育
、

研
修
等
、

様
々
な
機
会
を
通
じ
て
働
き
掛
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
.

国
捻
、
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
、

輸
血
療
法
の
実
施
等
に
関
す
る
指
針

を
医
療
機
関
に
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

医
療
機
関
に
お
け
る
血

液
製
剤
の
使
用
状
況
等
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、

定
期
的
に
評
価
し
、

必

要
に
応
じ
て
当
該
指
針
を
見
直
す
等
、

適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の
よ
り

効
果
的
な
力
法
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

二

院
内
休
制
の
整
備

医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
が
適
正
に
な
さ
れ

る
よ
う
、

院
内
の
血
液
製
剤
を
管
理
し
、

使
用
す
る
た
め
の
休
制
を
鼎
倫

す
る
こ
と
が
重
聾
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、

そ
の

よ
う
な
医
療
機
関
に
対
し
、

様
々
な
機
会
を
通
じ
て
、

院
内
に
船
け
る
輸

血
療
法
委
員
会
及
ぴ
輸
血
部
門
の
設
匿
並
び
に
貞
任
医
師
の
任
命
を
働
き

か
け
る
も
の
巴
す
る
。

=

患
者
等
に
対
す
る
説
明

医
療
関
係
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
患
者
に
応
じ
て
血
液
製
剤
の
適
切
な
使

用
に
努
め
る
こ
と
が
巫
要
で
あ
り
、

患
看
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、

血
液

製
剤
に
関
し
て
適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、

そ
の
理
解
と
同
意
を
得

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

八

そ
の
他
献
血
及
び
血
波
製
剤
に
関
す
る
重
要
水
項

一

血
液
製
刑
代
巷
医
薬
品
に
関
す
る
事
項

遺
伝
子
組
換
え
血
液
凝
周
第

因
子
製
剤
を
は
じ
め
と
す
る
血
被
製
剤

代
替
医
薬
品
は
、
血
掖
製
刑
の
需
給
動
向
に
皿
要
な
影
轡
を
与
え
る
た
め

第
工
に
示
し
た
と
お
り
、

そ
の
計
画
的
な
製
造
及
び
供
給
が
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、

血
液
製
刑
代
替
医
薬
品
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、.
第
六
に
示

し
た
薬
水
法
に
基
6
く
規
制
を
適
用
t
る
二
と
と
す
る
。

な
お
、

患
者
叉

は
そ
の
家
族
ヘ
の
脱
明
及
び
同
意
あ
る
い
は
記
録
の
保
存
等
に
0
い
て
も

必
要
に
応
じ
、

特
定
生
物
山
来
製
品
と
同
様
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。血

液
製
剤
代
巷
医
薬
品
は
、

血
液
に
由
来
司.
る
製
剤
と
同
様
に
、

そ
れ

ぞ
れ
の
患
者
に
応
じ
適
切
に
、

ま
た
適
正
に
使
用
t
る
二
と
が
求
め
ら
れ

る
。

二

採
血
基
準
の
見
直
し

四
0
0
ミ
リ
リ
ヅ
ト
ル
全
血
採
血
等
の
対
象
年
齢
等
を
規
定
し
て
い
る

採
血
基
徽
に
関
し
て
は
、

献
血
に
ょ
り
得
ら
れ
る
血
波
量
の
確
保
と
と
も

に
、
献
血
者
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
に
、

休
巫
、

採
血
問
隅
、

血
中
ヘ

モ
グ
ロ
ビ
ン
値
、

比
重
等
の
デ
ー
タ
や
新
た
な
感
染
症
の
発
生
状
況
等
の

最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、

諸
外
国
の
状
況
も
勘
案
し
、

専
門
家
の

意
見
を
聴
き
な
が
ら
、

採
血
基
納
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

第
八

そ
の
他
献
血
及
び
血
液
製
刑
に
関
す
る
皿
要
辨
項

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
に
関
す
る
班
項

遺
伝
予
組
換
え
血
液
菱
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
を
は
じ
め
と
す
る
血
被
製
刑

代
巷
医
薬
品
は
、

血
被
製
刑
の
需
給
動
向
に
皿
要
な
影
樺
を
与
え
る
た
め

第
工
に
示
し
た
と
お
り
、

そ
の
計
画
的
な
製
造
及
ぴ
供
給
が
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
代
替
医
楽
品
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、

第
六
に
示

し
た
薬
水
法
に
基
づ
く
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
と
t
る
。

な
お
、

患
者
又

は
そ
の
家
族
ヘ
の
説
明
及
び
同
意
あ
る
い
は
記
録
の
保
存
等
に
つ
い
て
も

必
要
に
応
じ
、

特
定
生
物
山
来
製
品
と
同
様
に
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。血

液
製
刑
代
巷
医
楽
品
は
、

血
被
に
山
来
す
る
製
刑
と
同
様
に
、

そ
れ

ぞ
れ
の
患
者
に
応
じ
適
切
に
、

ま
た
適
正
に
使
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。

一

探
血
基
泡
の
見
直
し

四
0
0
ミ
リ
リ
ヅ
ト
ル
全
血
採
血
等
の
対
象
作
齢
等
を
規
定
し
て
い
る

採
血
基
楽
に
関
し
て
は
、

献
血
に
よ
り
得
ら
れ
る
血
液
量
の
確
保
と
と
も

に
、

献
血
者
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
に
、

休
重
、

採
血
問
隔
、

血
中
ヘ

モ
グ
ロ
ビ
ン
値
、

比
重
等
の
デ
ー
タ
や
新
た
な
感
染
症
の
発
生
状
況
等
の

殿
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、

諸
外
国
の
状
況
も
勘
案
し
、

専
門
家
の

意
見
を
聴
き
な
が
ら
、

採
血
基
準
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

三

血
液
製
剤
の
喪
示

血
波
製
剤
に
つ
い
て

は

患
名
又
け
そ
の
家
鯲
の
選
択
の
機
会
を
確
保

す
る
た
め
、

製
造
販
光
業
老
等
は
、

直
接
の
容
器
又
は
値
接
の
被
包
に
、

採
血
国
及
び
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別
を
淑
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

特
に
血

分
両
製
剤
を
と
り
ま
く
歴
史
的
経

倫
理
的
な

点
力

ら
そ
の
由
来
を
知
り
た
い
と
:

え
て
い
る

名
が
多
い
。

そ
の
た
め
、

で

き
る
限
り
患
者
に
対
し
、

医
療
関
係
者
が
こ
れ
ら
の
説
明
を
し
や

く
な

る
よ
う
、

伊
え
し
、

医
薬
品
た
る
血

蔡
分
画
製
剤
の

明
に
薬
剤
師
を

三

血
液
製
刑
の
表
示

血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、

患
岩
又
は
そ
の
家
族
の
選
択
の
機
会
を
確
保

す
る
た
め
、

製
造
販
光
業
者
等
は
、

直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、

採
血
国
及
ぴ
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別
を
表
示
す
る
二
と
が
必
要
で
あ
る

 

 

 

 



も
活
用
で

き
る
よ

う
に
、

環
境
整
備

を
逃
め
る

必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の

対

応
の

推
進
に
ょ
り
患
者
が
血
、

剤
を

択
で

き
る

環
境
を

整
備
し
て
お

く
こ
と
が

ま
し
、

ま
た
、

血
波
製
剤
代
替
医
薬
品
の
う
ち

、
特
定
生
物
由
来
製
品

に
う
い

て
も

、

採
血
国

及
び
献
血
又
は
非
献
血
の

区
別
を
表
示
す
る
こ
と
が
必

要

で
あ

る
。

四

血
液
製
剤
等
の
研
究
朋
発
の
推
進

血
被
製
剤
の
安
全
性

の
向
上
の

観
点
か
ら
、

国
は
、

血
液
製
剤

の
安
全

性
の

向
上
に

係
る
技
術
聞
発
の
支
援
等
を

行
い

、
製
造
販
売
業
者
等
は
、

よ
り
安
全

性
の
高
い

血
液
製
剤
の

開
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る

ま
た
、

血
液
製
剤

の
安

定
供
給
及
ぴ
国

内
の
献
血
に
基

づ
く
国

内
自
給

等
の

観
点
か
ら
、

原
料

血

柴
の

供
給
量
、

血
柴

分
画
製
剤
の
国
内
製
造

業
者
の
製
造
能
力
等
を
勘
案
す

る
と
、

今
後
と

も
、

遺
伝
子
組
換
え
製
剤

等
の

血
液
製
刑
代
特
医
薬
品
の
開
発
は
重
要
な

課
朋
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
人
工
血
液
等
、

新
た
に
開
発
さ
れ
る
血
液
製
剤
代
巷
医
薬
品

に
う
い
て
は
、

血
波
製
剤
と
の
比
較

に
お
い
て
優
れ
た
安
全
性
及
び
行
効

性
を
行

す
る

も

の
の
製
品

化
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、

研
究
開
発
を
推
進
す

る
必
饗

が
あ
る
。

工

血
被
製
剤
の

販
売
価
佑

輸
血
用
血
液
製
刑

輸
血
用
血
.

製
刑
の
販
売
価
格

が
高
い

と
い
う
指
摘
が
あ
り

、

海

の
輸
血
用
血
液

卯
と
価

を

す
る
と

、

口
本
の
方
が
高
い

も

の

安
い

も
の

も
あ
つ
た
。

輸
血

用
血

液
製
刑
に
力
力
る
血
被

の
採
血

力
ら
製
刑

の
検
査
、

製
、

供

に
至
る

ま
で
を

臼
本

十
字
;
が

一
の
、
業
者
と

し
て
実
施
し
て
い
る

た
め
、
争
原

理
は
働
か
な
い

血
散

業
の

運
営

に
支
陪
を
来
さ

ナ
い
こ
と

を
前
提

と
し
て
、

血
用
血
液
製
剤
を

供
給
す
る
ま
て
の
各
工
稔
で

が
な

い
力
な
ど
を
検
1
し
、

コ
ス
ト
削
減
に
努

る
こ
と

に
よ
り
、

少
し

で

も

安
価
な
製
剤
を

給
で
き
る

よ
う
、

凶
及

日
木
赤
十
字

が
努
力

1一
よ
う

.‘
‘
弓

工

研

開
発
等
に
お

け
る
血

液
製
殉

の
使
用
に
関
す
る
基
準

の
策
定

因
民
の
善
意

の
献

に
ょ
ウ
て

ら
れ
る
血
液

を
.

た
る
原
料

と

る

製
剤
は
有
限
で

貴
重
な

も

の
で
あ
り
、

研
究
聞
発
等
の
使
用
に
当

た

つ
て
も
、
倫
理
的
ナ

点
力
ら
の

な
配
慮
が

し

で
あ
る

。

液
製

の
適
用
外
使

に
ょ
り

、

本
来

の
効
能
及
び

を
目
的
と
し
て
供
給

さ
れ
る
血
液
製
剤
が
木
足
し

た
り
、

医
療
に
支

を
生
じ
る
二
と
が
あ
っ

て
ー
な
ら
な
い
。

し
力
し

な
が
ら

、

研
‘
開
発
等
に

当
た

り
、

人
の

血
.

を
使
用
せ

る

を
ー
な
い
場
合

も
あ
る

た
め

、

本
来

の
効
能
及
び
効
果
を
目
的
と
し
た
血

製
剤
の
供
給

に
支

を
生
じ
な
い
よ
う
、

国
は
、

開
発
等

に
お
け

る
血

波

剤
の

用
に

関
す
る

基
推
を

,
し
、

こ

を
様
々
な

会
を

通
じ
て

医
療
側
係
岩
等

に
徹
底
さ
せ
る
も
の
と
寸
る
。

ま
た
、

血
被
製
剤
代
菩
医
薬
品
の
う
ち
、

特
定
生
物
山
来
製
品
に
つ

い

て
も

、

採
血
国
及
ぴ
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別

を
表
示
t

る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

四

血
液
製
剤
等

の
研
究
開
発
の
推
進

血
液
製
剤

の
安

全
性

の
向
上
の
観
点
か
ら
、

国
は
、

血
液
製
刑
の

安
全

性
の
向
上
に
係
る
技
術
聞
発
の

支
援
等
を
行
い
、

製
造
販
売
業
者
等
は
、

よ
り
安
全
性

の
商
い
血
被
製
剤
の
開
発

等
に
努
め

る
こ
と
が
必
萎

で
あ
る

ま
た
、
血
液
製
剤
の

安
施
供
給
及
ぴ
国
内

の
撤
血
に
基
づ
く
国
内
自
給

等
の
観
点
か
ら
、

原
料
血

熊

の
供

給
量
、

血

紫

分
両
製
剤
の
国
内
製
造

業
者
の

製
造
能
力
等
を

勘
案
す
る
と
、

今
後
と

も
、

遺
伝
子
組
換
え
製

剤

等
の

血
液
製
剤
代
特
医
薬
品
の
開
発
は
皿
要
な
課
緬
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
人
工
血
液
等
、

新
た
に
聞
発
さ

れ
る
血
液
製
剤
代
巷
医
薬
品

に
つ
い
て
は
、

血
液
製
剤
と
の
比
較
に
船
い
て
優
れ

た
安

全
性

及
ぴ

有
効

性
を

有
す
る

も
の

の
製
品

化
が

促
逃
さ
れ
る
よ
う
、

研
究
朋
発
を
推
進
す

る
必

要
が

あ
る

。

を
す
る
必
要
が
あ
る
。

2

血

分
画
製
邦

,
画
製
剤
に
つ
い
て

は
、

製
剤

に
ょ
り

の
、

の
血

に
山
来

す
る

製
剤

(
以
下

一

入
製
剤
』
と

い
う

)
に

樫
度
依
存
し
て

い
る

。

な
製
剤
で
あ
る

ア
ル

ミ
ン

剤
で
は
、

輸
入
製
剤
の
力
が
販
売
価
物
が
安
い

た
め
こ
こ
数
年
は
販
売

が
治
千
増
加
傾
向
に
あ
る

。

国
内
の

由

の
製
刑
が
販
売

を

伸

す
た

め
に

は
、

よ
り
安
く
販
,

で
き
る
よ
う
努
力
す
る
必
要
が
あ

る
。

そ
の
た

め
に

格
の

減
、

鼎
コ
ス
ト

の
削

製
造

の

大
な
ど

に
取
り

組
む
こ
と
力

要

あ
る
。

異
な
る

も
の

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 


